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『
山
家
集
』
所
載
贈
答
敬
一
対
存
疑
（
上
）
 
 

1
－
『
党
綱
集
』
所
載
覚
網
詠
歌
と
の
関
連
に
お
い
て
 
ー
 
 

犬
 
井
 
蓉
 
轟
 
 

∧
一
∨
 
 

西
行
の
家
集
の
一
つ
、
『
山
家
集
』
の
雑
部
に
、
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
が
一
対
、
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

秋
ご
ろ
、
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
を
と
ぷ
ら
ひ
た
り
け
る
返
事
に
 
 
 

九
二
〇
 
き
え
ぬ
べ
き
霹
の
命
も
き
み
が
と
ふ
 
こ
と
の
は
に
こ
そ
お
き
ゐ
ら
れ
け
れ
 
 

か
へ
し
 
 

l
 
 
九
ニ
ー
ふ
き
す
ぐ
る
風
し
や
み
な
ば
た
の
も
し
み
 
あ
き
の
ゝ
も
せ
の
露
の
白
玉
 
 
 

『
山
家
集
』
の
詞
審
に
よ
っ
て
辿
り
う
る
、
こ
の
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
た
経
過
ほ
、
こ
う
で
あ
る
。
 
 
 

あ
る
秋
の
頃
、
西
行
が
風
邪
を
慮
っ
て
い
た
あ
る
人
に
見
舞
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
か
ら
、
「
き
え
ぬ
ペ
き
」
の
歌
を
以
っ
て
 
 

返
礼
が
あ
っ
た
。
返
礼
の
歌
に
「
み
き
が
と
ふ
こ
と
の
ほ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
西
行
は
、
番
状
も
し
く
は
歌
を
以
っ
て
見
 
 

舞
っ
た
ら
し
い
 
ー
ち
な
み
に
、
尾
山
鱒
次
郎
氏
は
、
詞
密
か
ら
、
「
訪
ひ
た
り
と
い
ふ
は
手
紙
に
て
見
舞
ひ
し
由
。
故
に
そ
の
返
 
 

2
 
番
が
あ
っ
た
の
な
り
」
と
さ
れ
る
 
－
。
そ
こ
で
、
西
行
は
「
ふ
き
す
ぐ
る
」
の
歌
を
返
歌
と
し
た
。
こ
う
い
う
次
第
で
あ
る
。
 
 
 

二
首
の
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
後
に
解
釈
を
試
み
る
と
し
て
、
こ
の
贈
答
歌
は
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
西
行
の
病
気
見
舞
↓
 
 

「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
の
返
礼
贈
歌
↓
西
行
の
返
歌
、
と
い
う
経
過
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
『
山
家
粂
』
忙
は
収
め
ら
れ
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 

3
 
 
 

こ
の
贈
答
歌
は
、
数
多
い
西
行
の
家
集
の
中
で
、
『
山
家
輿
』
お
よ
び
松
庭
木
『
山
家
輿
』
の
み
忙
載
り
、
他
の
西
行
の
家
集
、
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即
ち
、
『
別
本
山
家
集
』
 
『
西
行
上
人
集
』
 
『
山
家
心
中
集
』
 
『
間
者
集
』
 
『
残
集
』
に
は
載
ら
な
い
。
ま
た
、
西
行
の
返
歌
と
さ
 
 

れ
て
い
る
「
ふ
き
す
ぐ
る
」
 
の
歌
は
、
西
行
の
二
つ
の
自
歌
合
、
即
ち
『
御
裳
濯
河
取
合
』
 
『
官
河
歌
合
』
に
は
収
め
ら
れ
て
は
い
 
 

な
い
。
そ
れ
に
、
諸
勅
撰
集
に
も
、
管
見
の
限
り
で
ほ
諸
私
撰
集
に
も
、
こ
の
贈
答
歌
は
撰
ほ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

西
行
と
こ
の
贈
答
歌
か
こ
父
わ
し
た
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
ほ
誰
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
『
山
家
集
』
の
み
に
載
る
こ
の
 
 

歌
の
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
の
詞
書
で
は
、
判
明
す
る
は
ず
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
『
山
家
集
』
の
研
究
に
お
い
て
は
、
追
及
が
完
了
 
 

し
て
い
な
い
。
『
山
家
集
』
の
語
注
釈
書
で
は
、
こ
の
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
 
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
米
沢
 
 

図
書
館
蔵
興
譲
鰭
文
庫
本
の
『
山
家
集
』
 
（
外
題
は
『
西
行
法
師
山
家
集
』
）
が
こ
の
歌
の
詞
書
の
後
に
「
或
人
」
と
補
っ
て
い
る
 
 

よ
う
に
、
こ
の
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
が
証
で
あ
る
か
は
、
不
明
と
す
る
は
か
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
山
家
集
』
で
ほ
「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
か
ら
西
行
の
許
へ
病
気
見
舞
の
返
礼
と
し
て
贈
っ
て
来
た
と
さ
れ
て
い
 
 

る
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
と
全
く
同
一
の
歌
が
、
『
覚
綱
集
』
に
、
よ
く
似
た
事
情
の
も
と
で
の
覚
綱
の
詠
歌
と
し
て
、
収
め
ら
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
と
ほ
、
 
 

わ
づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
、
あ
る
宮
は
ら
よ
り
、
御
と
ぶ
ら
ひ
の
あ
り
し
か
は
 
 

六
六
 
き
え
ぬ
べ
き
つ
ゆ
の
い
の
ち
も
き
み
が
と
ふ
 
こ
と
の
は
に
こ
そ
を
き
ゐ
ら
れ
け
れ
 
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
詞
書
は
と
も
か
く
、
歌
に
は
、
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
歌
と
全
く
異
文
が
な
い
。
『
山
家
集
』
の
九
二
 
 

〇
番
の
歌
と
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
歌
は
、
同
一
の
歓
と
見
な
し
て
よ
い
。
 
 
 

但
し
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
、
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
で
西
行
へ
の
返
礼
歌
と
し
た
 
 

「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
は
覚
綱
で
あ
る
、
と
断
定
で
き
る
程
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
『
覚
綱
集
』
の
詞
書
に
 
 

ょ
れ
は
、
こ
の
六
六
番
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
歌
ほ
、
西
行
の
病
気
見
舞
に
対
す
る
覚
綱
の
返
礼
歌
で
は
な
く
、
「
あ
る
官
ば
 
 

ら
」
つ
ま
り
「
官
輩
」
 
（
親
王
ま
た
は
内
親
王
な
ど
の
、
官
の
人
々
）
も
し
く
は
「
宮
腹
」
 
（
皇
女
の
子
）
で
あ
る
其
の
病
気
見
舞
 
 

に
対
す
る
返
礼
歌
と
し
て
、
覚
綱
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
き
な
鮎
蘇
が
あ
る
。
勿
論
、
西
行
が
「
官
輩
」
も
 
 

し
く
は
「
宮
腹
」
で
あ
る
の
な
ら
、
何
の
問
題
も
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
 
 
 

西
行
の
父
親
は
、
西
行
生
存
中
の
文
献
で
あ
り
、
他
の
記
述
か
ら
見
て
も
極
め
て
証
拠
価
値
の
高
い
、
藤
原
頼
長
の
日
記
『
ム
ロ
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記
』
の
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
 
三
月
十
五
日
の
粂
に
載
る
、
 
 
 

を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
西
門
院
（
文
治
五
年
一
一
八
九
没
、
六
一
才
）
の
蔵
人
で
あ
る
頼
綱
が
父
と
い
う
こ
の
「
清
 
 

経
」
で
は
少
々
年
代
が
下
が
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
川
田
氏
自
身
が
そ
の
追
及
を
断
念
し
て
お
ら
れ
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
記
載
 
 

そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
「
こ
の
系
譜
自
体
厳
密
な
史
料
批
判
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
目
崎
徳
衛
氏
の
御
発
言
が
あ
る
程
で
あ
り
、
 
 

「
堅
物
源
清
経
」
に
つ
い
て
ほ
、
確
定
的
と
言
え
る
程
の
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。
西
行
の
母
方
の
系
譜
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

但
し
、
「
堅
物
源
清
経
」
の
名
ほ
、
先
覚
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
文
献
に
見
出
せ
る
。
 
 

つ
ま
り
西
行
の
母
は
兄
伸
清
の
母
と
同
じ
と
あ
る
。
そ
の
仲
清
の
母
の
父
と
さ
れ
て
い
る
 
 

和
源
氏
能
勢
氏
の
津
軽
、
『
尊
卑
分
脈
』
で
示
す
と
、
 
 

西
行
法
師
釆
云
…
…
又
閏
年
、
答
日
二
十
五
「
去
々
年
出
家
二
十
三
 
（
割
注
）
」
、
抑
西
行
、
本
兵
衛
尉
義
清
也
「
左
衛
門
大
夫
 
 
 

風
樹
刊
（
割
注
）
」
、
以
重
代
勇
士
、
仕
法
皇
、
 
 

と
い
う
記
事
や
、
少
々
時
代
が
下
り
、
証
拠
価
値
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
、
 
 

僅
 
左
衛
門
尉
 
 

に
よ
っ
て
、
藤
原
氏
秀
郷
流
の
「
佐
藤
康
清
」
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
 
 

一
方
、
母
親
の
方
は
、
父
親
の
場
合
程
、
証
拠
価
値
の
高
い
証
拠
が
な
い
。
い
ま
引
い
た
よ
う
に
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、
義
清
 
 

保
頼
 
 
 

藤
成
－
…
－
秀
郷
 
 

能
世
蔵
人
 
 

上
西
門
院
蔵
人
 
 

康
清
 
 

号
西
行
 
 

同
院
判
官
代
 
 

麻
仲
 
 

蔵
人
 
 

清
経
 
 

仲
清
 
 
 

母
堅
物
源
清
経
女
 
 
 

鳥
羽
院
下
北
面
左
兵
衛
尉
 
 

義
清
 
 
 

母
同
仲
清
 
 

「
堅
物
源
清
経
」
は
、
川
田
順
氏
が
、
清
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ま
ず
、
後
白
河
院
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
、
院
の
今
様
の
師
で
あ
る
乙
前
が
語
っ
た
事
と
し
て
、
 
 
 

l
 

矧
物
間
矧
、
尾
張
へ
下
り
し
に
、
美
能
国
に
宿
り
た
り
し
に
、
（
私
乙
前
ハ
）
十
二
三
に
て
あ
り
し
時
、
目
井
に
具
し
て
罷
り
 
 

た
り
し
に
、
（
清
経
ハ
且
井
ノ
）
歌
を
聞
き
て
、
「
め
で
た
き
声
か
な
。
如
何
に
ま
れ
、
末
徹
ら
む
ず
る
こ
と
よ
」
と
て
、
や
 
 

が
て
 
（
目
井
ヲ
）
相
異
し
て
京
へ
上
り
て
、
目
井
や
が
て
一
つ
家
に
い
と
は
し
く
し
て
置
き
た
り
し
に
、
 
 

に
始
ま
る
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
「
堅
物
清
蓬
」
は
、
今
様
の
名
手
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

又
、
藤
原
頼
輔
の
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
に
も
、
「
堅
物
清
隆
」
 
の
説
が
引
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
上
鞠
」
と
い
う
蹴
鞠
の
作
法
 
 

に
関
し
て
藤
原
成
通
が
説
い
た
こ
と
と
さ
れ
る
記
事
の
中
に
、
 
 
 

淡
路
入
道
盛
長
は
三
足
云
々
、
矧
組
は
一
足
が
程
の
事
也
云
々
、
 
 

と
あ
る
、
と
い
っ
た
ご
と
く
で
あ
り
、
他
に
数
箇
所
の
引
用
が
あ
る
。
「
清
経
」
は
、
蹴
鞠
の
達
人
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
ち
な
み
 
 

に
、
こ
の
書
に
ほ
、
西
行
の
説
も
五
箇
所
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

又
、
源
師
時
の
『
長
秋
記
』
元
永
二
年
（
一
二
九
）
九
月
に
、
興
味
深
い
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
 
 
 

一
二
日
、
夜
半
、
参
北
殿
、
御
前
上
乗
車
出
門
、
下
官
権
中
将
同
車
、
向
原
相
公
六
魚
亭
、
令
同
車
、
天
曙
間
、
乗
船
、
下
官
乗
 
 
 

善
光
寺
別
当
清
円
船
、
以
円
安
船
為
女
房
御
船
、
以
八
幡
別
当
光
清
船
為
伊
予
守
船
、
以
上
野
前
司
実
房
船
為
相
公
船
、
自
余
 
 

不
能
委
記
…
‥
二
舟
中
指
二
笠
、
発
今
様
曲
、
付
船
滴
下
過
神
崎
之
間
、
金
寿
小
最
、
弟
黒
鶴
四
肢
参
会
、
・
 
 

と
い
う
三
日
の
記
事
に
よ
れ
は
、
師
時
ほ
、
兄
師
頼
や
女
房
等
と
共
に
、
船
に
乗
っ
て
、
「
今
様
曲
」
を
歌
い
な
が
ら
、
京
か
ら
神
 
 

崎
の
方
へ
、
淀
川
を
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
翌
四
日
の
条
に
、
 
 

四
日
 
白
焼
、
雨
止
、
天
快
晴
、
卯
時
、
趣
神
崎
、
欲
廻
鳴
尾
（
嶋
尻
イ
）
之
処
、
前
行
者
堅
物
清
経
帰
云
、
海
雨
風
寒
浪
高
 
 

不
能
引
、
不
如
入
江
、
於
江
、
上
乗
車
馬
出
口
磨
大
路
賽
（
着
イ
）
彼
社
老
、
衆
人
同
此
議
、
下
官
窺
風
気
錐
可
廻
□
雨
□
無
 
 
 

承
引
之
人
、
怒
被
引
群
如
□
庶
路
間
、
源
公
□
反
有
煩
、
…
…
酉
時
、
著
構
（
猿
イ
・
広
カ
）
 
田
社
、
先
奉
幣
、
次
経
供
養
、
 
 

と
あ
る
。
「
堅
物
清
経
」
が
一
行
の
「
前
行
老
」
 
つ
ま
り
案
内
者
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
横
田
社
（
あ
る
い
は
猿
田
 
 

社
・
広
田
社
）
 
へ
参
詣
し
た
一
行
ほ
、
五
日
に
ほ
西
宮
や
南
宮
に
参
り
、
六
日
に
ほ
「
出
神
崎
、
於
高
浜
、
召
遊
君
六
人
纏
頭
」
と
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い
う
次
第
に
な
り
、
「
宿
八
幡
別
当
光
清
木
浮
庄
、
光
清
儲
珍
膳
」
と
相
な
っ
た
、
と
記
事
ほ
続
い
て
い
る
。
神
社
参
詣
が
第
一
の
 
 

目
的
と
は
い
え
、
淀
川
で
の
船
遠
び
と
江
口
や
神
崎
で
の
遊
女
遊
び
も
、
旅
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
、
と
見
て
よ
い
。
そ
の
一
行
 
 

の
案
内
人
を
つ
と
め
た
「
堅
物
清
経
」
は
、
相
当
に
遊
び
慣
れ
た
人
物
で
あ
つ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

今
様
・
蹴
鞠
・
船
遊
び
・
遊
女
遠
び
等
に
長
じ
て
い
た
堅
物
清
経
が
西
行
の
母
方
の
祖
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 
 
 

衛
府
官
人
と
し
て
の
資
質
を
父
系
か
ら
受
け
た
西
行
は
、
数
奇
者
と
し
て
の
そ
れ
を
母
系
か
ら
恵
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
…
 
 

私
は
こ
う
し
た
数
奇
の
遁
世
者
と
し
て
の
資
質
が
、
外
祖
父
清
経
か
ら
の
隔
世
遺
伝
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
 
 

と
目
崎
徳
宿
氏
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
と
ら
え
方
が
、
現
今
で
は
、
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
堅
物
源
清
経
」
 
の
人
物
像
は
少
々
は
判
明
す
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
西
行
の
母
方
の
系
譜
は
、
不
明
な
点
が
 
 

多
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
西
行
が
「
官
輩
」
 
つ
ま
り
親
王
で
あ
る
と
か
「
宮
腹
」
 
つ
ま
り
皇
女
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
文
献
史
料
は
勿
論
、
説
話
や
伝
承
話
と
し
て
も
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
。
ひ
と
ま
ず
、
西
行
は
官
輩
・
宮
腹
に
あ
ら
ず
、
と
判
断
 
 

せ
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
い
う
わ
け
で
、
『
山
家
集
』
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
を
、
単
純
に
、
覚
綱
で
あ
 
 

る
と
ほ
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
贈
ら
れ
た
人
が
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
西
行
と
組
齢
す
る
と
 
 

い
う
問
題
が
生
じ
て
来
る
。
以
下
、
『
山
家
集
』
に
載
る
こ
の
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
と
西
行
と
の
贈
答
歌
と
『
覚
綱
集
』
に
載
 
 

る
覚
綱
詠
歌
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
検
討
し
、
現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
の
形
成
に
つ
い
て
私
見
を
示
し
た
い
と
思
う
。
 
 

い
ま
、
西
行
は
宮
輩
・
宮
腰
に
あ
ら
ず
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
覚
綱
集
』
の
記
載
が
証
拠
の
一
つ
 
 

に
な
っ
て
、
他
の
証
拠
を
合
わ
せ
て
、
西
行
は
官
輩
あ
る
い
ほ
宮
腹
で
あ
る
と
証
明
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
 
 

は
、
証
拠
価
値
の
高
い
外
部
徴
証
と
『
山
家
集
』
に
お
け
る
内
部
徴
証
と
に
よ
る
論
理
則
に
則
っ
た
証
明
と
、
覚
綱
が
家
集
の
中
で
 
 

西
行
を
「
官
ば
ら
」
と
呼
ぷ
理
由
の
経
験
則
に
照
し
て
も
妥
当
と
言
え
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
稿
老
に
は
荷
の
勝
ち
過
 
 

ぎ
る
課
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
西
行
が
宮
輩
・
官
腹
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
た
な
ら
、
従
前
の
西
行
研
究
は
、
特
に
そ
の
伝
記
研
究
と
 
 

そ
れ
を
基
盤
と
す
る
作
品
研
究
は
、
大
巾
な
書
き
変
え
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
稿
者
の
手
に
負
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
 
 
 



『山家集』所載贈答敬一対存疑（上）  237   

と
い
う
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
覚
綱
は
、
和
歌
六
人
党
の
一
人
藤
原
範
永
の
四
代
の
孫
の
範
綱
の
子
で
あ
り
、
 
 

代
々
歌
人
の
輩
出
し
た
家
の
出
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

但
し
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
「
山
」
ほ
保
留
と
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
『
残
欠
本
僧
綱
補
任
』
に
も
「
覚
綱
」
と
い
う
名
 
 

が
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
 
の
粂
に
、
 
 

覚
綱
 
 
律
師
。
仁
。
宮
内
卿
。
珊
八
年
。
 
 

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
覚
綱
」
が
範
綱
の
子
の
覚
綱
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
は
、
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
ち
ら
に
は
仁
 
 
 

と
あ
る
。
こ
れ
が
、
『
覚
綱
集
』
と
い
う
家
集
を
持
つ
、
歌
人
で
も
あ
る
覚
綱
な
る
人
物
の
履
歴
の
唯
一
の
文
献
史
料
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
藤
原
民
兵
良
孫
の
、
『
尊
卑
分
脈
』
で
示
す
と
、
 
 

ひ
と
ま
ず
、
従
前
の
考
え
方
に
従
っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
先
程
の
事
実
は
さ
よ
う
な
問
題
を
も
は
ら
ん
で
い
る
、
 
 

と
は
申
し
添
え
て
も
よ
い
。
 
 

＜
二
＞
 
 

最
初
に
、
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
歌
が
覚
綱
の
詠
歌
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
吟
味
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
覚
綱
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
物
の
履
歴
等
の
詳
細
は
判
然
と
し
な
い
。
 
 

こ
の
覚
綱
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
五
月
以
前
に
行
わ
れ
た
は
ず
の
『
三
井
寺
山
家
歌
合
』
に
出
詠
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 
 

そ
の
宮
内
庁
書
陵
部
歳
本
の
「
作
者
注
」
に
、
 
 

長
良
－
…
－
範
永
－
…
－
永
雅
 
 

大
法
師
覚
綱
 
「
大
夫
公
慧
矧
間
引
（
割
）
」
 
 雅

親
 
 
 

家
綱
 
 

山
 
 

覚
綱
 
 
 

高
松
院
蔵
人
 
 

範
宗
（
親
宗
）
 
 

26   
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こ
の
覚
綱
の
家
集
で
あ
る
『
覚
綱
集
』
の
伝
本
は
、
現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
写
本
一
本
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
桂
官
本
 
 

叢
書
第
三
巻
所
収
の
『
覚
綱
集
』
の
解
題
に
よ
る
と
、
 
 

延
暦
寺
の
僧
覚
綱
の
家
集
（
五
〇
一
・
七
三
）
。
…
…
江
戸
初
期
の
書
写
本
。
…
…
歌
は
総
じ
て
一
〇
五
首
 
（
内
他
人
歌
五
 
 

首
、
又
数
首
の
欠
脱
が
認
め
ら
れ
る
）
、
都
立
は
な
い
が
、
四
季
・
恋
・
雑
二
及
傷
・
述
懐
の
順
に
排
列
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
 
 

集
は
他
に
全
く
類
本
な
く
、
…
 
 

と
あ
る
。
ま
た
、
『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
『
覚
綱
集
』
の
「
解
題
」
に
お
い
て
、
斉
藤
照
子
氏
は
、
「
寿
永
盲
首
家
集
の
一
 
 

か
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
件
忙
関
し
て
は
、
早
く
松
野
陽
一
氏
や
森
本
元
子
氏
に
御
研
究
が
あ
り
、
井
上
宗
雄
氏
が
、
寿
永
百
首
家
 
 

集
諾
集
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
か
ら
、
 
 

覚
綱
集
は
治
承
末
頃
ま
で
の
歌
が
お
さ
め
ら
れ
、
寿
永
百
首
家
集
で
あ
る
事
を
否
定
す
る
材
料
は
な
く
、
ま
ず
そ
の
一
集
で
あ
 
 

る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

と
考
証
し
て
お
ら
れ
る
。
現
今
で
は
、
こ
の
『
覚
綱
集
』
が
、
賀
茂
重
保
が
『
月
詣
集
』
撰
集
の
た
め
に
三
十
六
人
の
歌
人
に
賀
茂
 
 

別
雷
社
へ
奉
納
を
依
頼
し
た
、
い
わ
ゆ
る
寿
永
百
首
家
集
で
あ
る
こ
と
は
、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
 
 

七
六
）
、
天
台
座
主
覚
忠
（
一
二
八
－
一
一
七
七
）
、
天
台
座
主
公
顕
（
二
 
 

五
以
前
）
、
小
侍
徒
（
二
一
〇
一
存
命
）
 
の
娘
の
大
官
左
衝
門
佐
、
馬
助
敦
麻
 
 

な
ど
と
の
交
流
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
前
述
の
治
承
四
年
五
月
以
前
に
行
わ
れ
た
 
 

実
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と
、
覚
綱
ほ
、
西
行
（
天
永
元
年
一
一
一
 
 

た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

和
寺
の
僧
と
あ
る
。
寿
永
二
年
に
三
十
八
才
と
い
う
か
ら
 
一
 
二
年
後
の
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
 
の
条
に
は
そ
の
ま
ま
二
才
ず
れ
 
 

て
「
四
十
」
と
あ
る
 
－
、
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
生
れ
で
あ
る
人
物
と
い
う
わ
け
で
、
年
令
の
点
で
は
、
治
承
四
年
五
月
以
前
 
 

の
『
三
井
寺
山
家
歌
合
』
に
出
詠
し
た
覚
綱
と
矛
盾
ほ
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
同
一
人
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

範
綱
の
子
の
覚
約
と
こ
の
「
覚
綱
」
が
別
人
で
あ
る
な
ら
、
覚
綱
の
生
没
年
ほ
、
現
在
の
資
料
集
件
で
ほ
、
判
然
と
し
な
い
。
 
 

『
覚
網
集
』
に
よ
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
覚
綱
は
、
賀
茂
垂
保
（
一
一
一
九
－
一
一
九
こ
、
鳥
羽
院
皇
女
高
松
宮
 
（
一
一
四
一
－
一
一
 
 

一
二
－
一
一
九
三
）
、
俊
恵
（
一
一
一
三
－
一
一
九
 
 

（
道
因
、
一
〇
九
〇
－
一
一
七
九
頃
）
 
の
子
の
敦
仲
 
 

『
三
井
寺
山
家
歌
合
』
に
出
詠
し
て
い
る
と
い
う
事
 
 

八
－
文
治
五
年
一
一
八
九
）
 
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
 
 

27   
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わ
づ
ら
ひ
は
べ
り
し
此
、
と
ふ
べ
し
と
思
し
人
の
と
は
ぎ
り
し
か
は
、
つ
か
は
し
ゝ
 
 
 

六
九
 
む
さ
し
の
1
草
葉
の
末
を
む
す
ば
ず
は
 
露
の
う
ら
み
を
か
け
ざ
ら
ま
し
を
 
 

で
あ
る
。
こ
の
歌
が
、
覚
綱
が
人
の
見
舞
を
期
待
す
る
程
の
病
気
で
あ
る
こ
と
を
素
材
と
し
て
い
る
点
、
秋
の
「
霹
」
を
詠
み
込
ん
 
 

で
い
る
点
、
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と
、
問
題
の
六
六
番
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
は
、
こ
れ
と
同
じ
病
気
の
折
の
詠
歌
と
見
え
な
 
 

く
は
な
い
。
同
時
に
詠
ま
れ
た
歌
で
は
な
い
と
し
て
も
、
」
ハ
」
ハ
番
の
歌
は
覚
綱
に
と
っ
て
事
実
で
あ
っ
た
、
と
判
断
L
て
も
、
大
き
 
 

な
誤
り
に
は
な
る
ま
い
。
 
 
 

い
ヰ
二
つ
、
六
六
番
の
歌
の
詞
書
に
、
「
あ
る
官
ば
ら
」
か
ら
病
気
見
舞
が
あ
っ
た
、
と
あ
る
点
も
、
見
逃
せ
な
い
。
「
あ
る
官
 
 

ば
ら
」
が
誰
で
あ
る
か
ほ
後
の
問
題
と
し
て
、
『
覚
綱
集
』
に
は
、
他
に
、
 
 

創
動
骨
相
現
に
て
、
連
歌
あ
る
べ
し
と
て
、
人
く
さ
ぷ
ら
ひ
し
に
、
郭
公
の
鳴
し
か
ば
、
や
が
て
是
を
題
に
て
 
 

歌
さ
ぷ
ら
う
べ
し
と
し
て
、
ゆ
ふ
べ
の
郭
公
ひ
む
が
し
へ
ゆ
く
と
云
こ
と
を
 
 
 

七
六
 
ほ
と
1
ぎ
す
過
行
か
た
を
な
が
む
れ
ば
 
月
を
ま
つ
と
や
人
ほ
見
る
ら
ん
 
 
 

後
述
す
る
よ
う
に
、
『
月
詣
集
』
に
は
覚
綱
の
歌
が
十
首
撰
は
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
の
六
首
ま
で
が
、
こ
の
『
覚
綱
集
』
所
 
 

載
の
歌
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
覚
綱
集
』
ほ
寿
永
百
首
家
集
の
一
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
の
寿
永
百
首
家
集
同
様
、
覚
綱
自
撰
の
家
集
と
い
う
こ
と
に
な
 
 

る
。
し
か
も
、
賀
茂
別
雷
社
に
奉
納
す
る
集
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
が
杜
撰
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
『
覚
綱
集
』
 
 

に
記
さ
れ
た
内
容
は
、
ま
ず
信
用
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

但
し
、
自
撰
家
集
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
歌
を
詞
書
の
ま
ま
信
用
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
 
 

ら
な
い
。
や
は
り
、
こ
の
歌
の
信
憑
性
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

六
六
番
の
詞
書
に
「
わ
づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
」
と
あ
る
。
歌
に
「
つ
ゆ
の
い
の
ち
」
と
「
霹
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
勿
論
 
 

「
露
命
」
と
い
う
語
を
や
わ
ら
げ
る
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
ほ
あ
ろ
う
が
、
や
ほ
り
、
秋
と
い
う
季
の
点
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
 
 

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
か
よ
う
な
病
気
で
あ
る
か
は
分
明
で
は
な
い
に
し
て
も
二
ハ
」
ハ
番
の
歌
を
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
実
は
、
 
 

『
覚
綱
集
』
に
ほ
、
同
じ
病
気
の
折
の
詠
か
と
さ
え
思
え
る
歌
が
、
他
に
も
載
る
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
と
い
う
の
は
、
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と
い
う
歌
が
載
る
。
覚
綱
に
「
あ
る
宮
は
ら
」
 
つ
ま
り
官
輩
も
し
く
ほ
官
腹
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
確
認
で
き
る
。
 
 

そ
れ
も
、
連
歌
や
和
歌
の
方
面
で
の
交
流
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
六
六
番
の
、
そ
の
人
の
病
気
見
舞
に
歌
を
以
っ
て
返
礼
を
 
 

し
た
と
い
ぅ
の
は
、
そ
れ
が
当
時
の
知
識
人
の
と
る
常
識
的
な
作
法
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
覚
綱
に
と
っ
て
、
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
 
 

っ
た
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

い
ま
、
六
六
番
の
歌
の
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
わ
づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
」
と
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
『
覚
綱
 
 

集
』
所
載
の
他
の
歌
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
可
能
性
を
吟
味
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
、
詞
書
の
語
法
の
面
か
ら
 
 

も
、
そ
の
蓋
然
性
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

六
六
番
の
詞
書
は
、
「
侍
u
こ
ろ
」
 
「
あ
り
u
叫
ば
」
と
、
書
き
手
・
話
し
手
の
直
接
経
扱
の
回
想
を
示
す
助
動
詞
「
き
・
し
・
 
 

し
か
」
を
用
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
」
 
の
事
実
性
を
確
認
し
た
六
九
番
の
歌
も
、
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
の
 
 

交
流
を
確
認
し
た
七
六
番
の
歌
も
、
こ
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
冥
ほ
、
重
視
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

実
は
、
『
覚
網
集
』
の
詞
書
に
は
、
「
け
り
」
叙
述
と
「
き
・
し
・
し
か
」
叙
述
と
の
双
方
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
か
 
 

な
り
厳
密
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
け
り
」
 
は
、
 
 
 

旅
宿
に
春
立
と
い
ふ
こ
と
を
、
よ
み
ほ
べ
り
州
引
（
一
番
詞
書
）
 
 

の
よ
う
に
、
題
詠
歌
の
歌
題
を
示
し
、
そ
れ
を
「
詠
み
侍
り
叫
引
」
「
詠
み
拙
引
に
」
と
「
け
り
」
で
叙
述
す
る
の
で
あ
る
。
他
に
、
 
 

三
番
・
四
番
・
六
番
・
一
一
番
に
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
が
全
て
、
四
季
の
題
詠
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
注
意
し
 
 

て
よ
い
。
一
方
、
「
き
・
し
・
し
か
」
 
の
方
は
、
 
 
 

な
が
た
に
の
大
僧
正
御
房
、
う
た
よ
み
て
奉
れ
と
て
、
す
ゞ
り
と
か
み
と
を
た
ま
は
せ
た
り
じ
射
は
（
六
一
番
詞
書
）
 
 

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
の
六
一
番
以
後
が
「
雑
」
 
に
あ
た
り
、
こ
こ
か
ら
末
尾
の
一
〇
五
番
ま
で
、
桂
宮
本
叢
書
の
解
題
に
あ
 
 

る
よ
う
に
、
雑
・
哀
傷
・
述
懐
と
整
理
し
て
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
題
詠
歌
で
あ
る
七
三
番
・
七
九
番
 
 

二
〇
一
番
・
一
〇
二
番
を
除
く
、
非
題
詠
歌
は
、
問
題
の
六
六
番
の
歌
を
含
め
て
、
全
て
、
「
き
・
し
・
し
か
」
で
叙
述
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
の
交
流
を
確
認
し
た
七
六
番
は
、
題
詠
歌
で
は
あ
る
が
、
そ
の
題
詠
歌
を
詠
む
に
至
っ
た
経
 
 

緯
が
「
き
・
し
・
し
か
」
 
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
問
題
ほ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
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も
っ
と
も
、
集
中
の
詞
書
の
中
に
は
、
「
け
り
」
と
「
き
・
し
・
し
か
」
 
の
双
方
を
用
い
て
叙
述
す
る
、
 
 
 

人
を
ゝ
た
ち
か
れ
た
り
し
暁
に
も
な
り
に
削
打
と
り
の
な
き
り
珂
は
（
八
〇
番
詞
書
）
 
 
 

忠
国
阿
顧
梨
、
俊
恵
が
も
と
へ
つ
か
は
し
刷
引
ふ
み
を
、
し
げ
や
す
が
い
ゑ
に
て
、
う
ほ
が
き
を
見
て
、
ひ
ら
き
て
み
れ
は
、
 
 
 

歌
あ
り
‥
山
河
は
、
つ
か
ほ
し
侍
u
（
一
〇
五
番
詞
書
）
 
 

と
い
う
例
も
あ
る
が
、
前
者
は
詠
嘆
の
「
け
り
」
、
後
者
は
伝
聞
の
「
け
り
」
で
、
共
に
「
と
り
の
な
き
u
封
は
」
「
歌
あ
り
u
封
は
、
 
 

つ
か
は
し
侍
u
」
と
い
う
「
き
・
し
・
し
か
」
叙
述
に
詠
歌
事
情
が
集
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
ほ
「
け
り
」
と
「
き
」
の
混
乱
で
 
 

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
使
い
分
け
が
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
見
る
と
、
「
き
・
し
・
し
か
」
で
叙
述
さ
 
 

れ
て
い
る
六
六
番
の
歌
は
、
覚
綱
が
直
接
体
験
し
た
、
つ
ま
り
、
実
際
に
あ
っ
た
事
実
と
判
断
し
て
も
、
誤
り
に
ほ
な
る
ま
い
。
 
 
 

『
覚
綱
集
』
は
、
現
存
す
る
伝
本
は
江
戸
初
期
の
一
本
で
は
あ
る
が
、
寿
永
百
首
家
集
の
一
で
あ
り
、
従
っ
て
、
覚
綱
の
自
撰
家
集
 
 

と
見
て
よ
い
。
神
に
奉
納
す
る
集
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
が
杜
撰
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
集
の
外
側
の
証
拠
か
ら
、
 
 

『
覚
綱
集
』
は
か
な
り
信
頼
で
き
そ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
集
に
、
「
わ
づ
ら
ひ
ほ
べ
り
し
比
」
 
の
歌
や
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
 
 

の
交
流
を
示
す
歌
が
他
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も
、
問
題
の
歌
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
が
「
き
・
し
・
し
か
」
 
で
叙
述
さ
れ
て
い
 
 

る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
内
部
徴
証
か
ら
、
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
歌
が
、
そ
の
詞
書
の
記
載
の
と
お
り
、
 
 

「
わ
づ
ら
ひ
侍
し
こ
ろ
、
あ
る
宮
は
ら
よ
り
、
御
と
ぷ
ら
ひ
の
あ
り
し
か
ば
」
覚
綱
が
詠
ん
だ
、
病
気
見
井
へ
の
返
礼
歌
で
あ
る
こ
 
 

と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

∧
三
＞
 
 
 

『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
歌
は
覚
綱
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
詞
書
の
記
載
ほ
信
用
し
て
も
よ
い
こ
と
も
証
明
 
 

で
き
た
。
従
っ
て
、
問
題
は
『
山
家
集
』
の
方
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
詞
書
の
、
西
行
が
 
 

「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
を
と
ぶ
ら
ひ
た
り
け
る
返
事
に
」
そ
の
「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
か
ら
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
が
贈
ら
れ
て
来
 
 

た
、
と
い
う
記
載
を
信
用
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
数
節
に
わ
た
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
を
試
み
る
。
 
 
 

先
ず
、
本
節
で
は
、
『
山
家
集
』
の
記
載
が
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
る
。
 
 
 

『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
歌
は
、
『
覚
綱
集
』
に
よ
っ
て
、
「
あ
る
官
ば
ら
」
 
へ
の
覚
綱
の
返
礼
歌
 
 

30   



犬 井 草 苓  

で
あ
っ
て
西
行
へ
の
返
礼
歌
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
謬
と
見
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
『
山
家
集
』
泣
 
 

こ
れ
に
醸
し
た
詠
老
の
誤
謬
が
他
に
は
皆
無
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
状
況
証
拠
に
な
っ
て
、
こ
の
歌
も
必
ず
し
も
誤
謬
と
ほ
い
え
 
 

な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
、
『
山
家
集
』
に
は
、
詠
老
を
誤
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
、
他
に
も
載
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
ほ
、
谷
山
茂
氏
が
指
 
 

摘
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
谷
山
氏
ほ
、
『
山
家
集
』
の
恋
部
に
載
る
、
 
 

恋
 
（
但
シ
、
六
五
三
番
詞
書
）
 
 
 

六
五
九
 
な
に
ゆ
へ
か
け
ふ
ま
で
物
を
お
も
は
ま
し
 
命
に
か
へ
て
あ
ふ
世
な
り
せ
ば
 
 

が
、
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
で
は
、
初
句
に
「
何
せ
ん
に
」
と
い
う
異
文
は
あ
る
に
せ
よ
、
平
経
盛
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
 
 

ぅ
事
実
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
歌
の
詠
老
に
関
し
て
、
 
 

あ
る
い
は
経
盛
の
た
め
に
代
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
偶
然
の
類
似
か
、
実
は
経
盛
の
歌
な
の
か
。
今
し
ば
ら
く
 
 

存
疑
の
歌
と
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

と
言
わ
れ
、
い
く
つ
か
の
御
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
事
実
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
稿
者
も
、
氏
の
御
論
考
に
導
か
れ
つ
 
 

つ
、
こ
の
件
に
つ
い
て
吟
味
を
試
み
、
こ
の
歌
は
経
盛
の
詠
歌
で
あ
っ
て
『
山
家
集
』
の
記
載
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
、
『
山
家
集
』
 
 

が
最
初
に
誤
謬
を
犯
し
、
そ
れ
が
、
『
別
本
山
家
集
』
六
三
一
番
、
『
万
代
集
』
一
九
五
九
番
、
『
続
古
今
集
』
一
〇
六
九
番
、
『
西
 
 

行
上
人
集
』
季
花
亭
文
庫
蔵
本
「
追
加
」
七
三
五
番
と
継
承
さ
れ
た
こ
と
、
を
論
証
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
論
が
状
況
証
攫
よ
っ
 
 

て
こ
の
歌
を
経
盛
詠
と
し
た
こ
と
と
『
山
家
集
』
を
他
揆
と
断
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
久
陳
田
淳
氏
か
ら
御
批
判
を
賜
わ
り
、
こ
の
 
 

歌
を
経
盛
の
詠
歌
と
判
断
し
た
こ
と
の
限
界
に
つ
い
て
稲
田
利
徳
氏
か
ら
御
注
意
を
賜
っ
て
お
り
、
い
ま
一
度
、
吟
味
を
試
み
た
い
 
 

と
考
え
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
『
山
家
集
』
の
六
五
九
番
の
歌
が
詠
者
の
「
存
疑
の
歌
」
で
あ
る
こ
と
は
、
動
か
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

い
ま
一
つ
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
山
家
集
』
の
注
釈
と
有
吉
保
氏
の
『
歌
仙
落
書
』
の
注
釈
の
作
業
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
た
 
 

事
実
で
あ
る
。
有
吉
氏
ほ
、
『
歌
仙
落
書
』
の
「
登
蓮
法
師
 
八
首
」
の
内
の
一
首
、
 
 

海
辺
月
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一
〇
一
清
見
潟
月
す
む
よ
は
の
う
き
一
芸
は
ふ
じ
の
高
ね
の
煙
成
け
り
 
 

に
つ
い
て
、
そ
の
頭
注
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 

続
拾
遺
秋
下
三
一
一
、
山
家
集
（
国
歌
大
観
本
七
三
〇
三
）
 
「
海
辺
月
」
西
行
歌
と
し
て
見
ゆ
。
不
審
。
 
 
 

氏
の
御
指
摘
の
と
お
り
、
こ
の
歌
は
、
『
続
拾
遺
集
』
に
、
「
月
歌
の
中
に
」
 
の
詞
書
の
も
と
登
蓮
法
師
の
歌
と
し
て
、
ま
た
、
 
 

『
玄
玉
葉
』
一
九
八
番
に
も
登
蓮
の
歌
と
し
て
、
入
集
し
て
い
る
が
、
『
山
家
集
』
の
秋
部
に
お
い
て
ほ
、
西
行
の
歌
と
し
て
、
 
 

海
辺
月
 
 
 

三
一
九
 
き
よ
み
が
た
月
す
む
空
の
う
き
く
も
ほ
 
富
士
の
た
か
ね
の
け
ぷ
り
成
け
り
 
 

と
『
歌
仙
落
書
』
と
同
じ
形
で
載
る
。
氏
は
、
『
歌
仙
落
書
』
が
登
蓮
歌
と
す
る
こ
の
歌
を
『
続
拾
遺
集
』
は
同
じ
で
あ
る
が
『
山
 
 

家
集
』
は
西
行
歌
と
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
「
不
審
」
即
ち
詠
老
ほ
審
ら
か
な
ら
ず
と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ほ
『
山
家
集
』
 
 

の
本
文
の
「
不
審
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
久
保
田
淳
氏
が
、
前
掲
拙
論
に
関
す
る
御
批
判
の
中
で
、
「
登
蓮
作
と
西
行
作
と
の
 
 

酷
似
、
と
い
う
よ
り
は
こ
れ
亦
同
一
歌
の
異
伝
と
も
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
と
も
に
、
時
評
子
自
身
は
…
・
‥
な
お
結
論
を
保
留
し
た
 
 

い
」
と
言
わ
れ
た
が
、
『
山
家
集
』
の
「
き
よ
み
が
た
」
 
の
歌
の
詠
者
は
、
な
お
「
不
審
」
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
山
家
集
』
に
は
、
少
な
く
と
も
現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
に
は
、
他
人
の
詠
歌
を
西
行
の
詠
歌
と
誤
っ
た
も
 
 

の
か
と
疑
う
こ
と
の
で
き
る
歌
が
載
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
実
を
知
る
と
、
問
題
の
九
二
〇
番
の
歌
は
、
い
ま
見
た
詠
者
存
疑
 
 

歌
と
は
少
々
趣
き
を
異
に
し
、
贈
答
歌
に
お
け
る
西
行
へ
の
贈
歌
の
詠
老
の
存
疑
で
ほ
あ
る
が
、
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
が
無
い
わ
け
 
 

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

現
在
見
る
『
山
家
集
』
が
詠
者
存
疑
歌
を
他
に
も
載
せ
る
と
い
う
状
況
証
拠
か
ら
、
九
二
〇
番
の
歌
の
詠
着
で
あ
る
「
風
わ
づ
ら
 
 

ひ
け
る
人
」
を
疑
っ
て
み
た
わ
け
だ
が
、
い
ま
一
つ
、
現
在
見
る
『
山
家
集
』
の
本
文
が
必
ず
し
も
西
行
の
意
図
し
た
本
文
の
ま
ま
 
 

で
は
な
い
、
と
い
う
状
況
証
拠
を
示
し
て
み
た
い
。
 
 

打
 
 
 

管
見
の
伝
本
ほ
多
く
は
な
い
が
、
現
存
の
『
山
家
集
』
の
ほ
と
ん
ど
の
伝
本
に
、
十
箇
所
、
左
往
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
本
文
 
 

が
あ
る
。
そ
の
内
、
例
え
ば
、
一
〇
一
二
一
番
の
贈
答
歌
に
付
さ
れ
た
、
 
 

わ
か
き
人
々
ほ
か
り
な
ん
、
を
い
に
け
る
身
は
か
ぜ
の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
い
と
は
る
1
事
に
て
と
あ
り
け
る
、
や
さ
し
く
き
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こ
え
け
り
 
 

の
よ
う
な
左
注
は
、
直
前
の
歌
の
補
足
説
明
や
感
想
で
あ
り
、
現
存
の
『
山
家
集
』
の
本
文
の
成
立
に
つ
い
て
疑
問
を
挟
む
材
料
と
 
 

は
な
ら
た
い
。
七
四
九
・
八
〇
二
・
八
一
四
二
一
二
九
二
一
六
四
二
三
七
一
番
の
歌
に
付
さ
れ
た
左
往
ほ
、
そ
う
い
う
内
容
 
 

の
、
そ
う
い
う
性
質
の
左
往
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
に
は
、
こ
の
集
の
現
存
本
文
の
成
立
に
ま
で
関
わ
り
か
ね
な
い
内
容
を
持
つ
左
 
 

往
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
九
二
八
番
の
左
往
で
あ
る
。
そ
の
歌
ほ
、
「
か
ぜ
わ
づ
ら
ひ
て
、
山
で
ら
 
 

に
か
へ
る
け
る
に
、
人
く
と
ぷ
ら
ひ
て
、
よ
ろ
し
く
な
り
な
ば
ま
た
と
く
と
申
侍
け
る
に
、
お
の
く
の
心
ざ
し
を
お
も
ひ
て
」
 
 

と
い
う
詞
書
の
も
と
に
載
る
五
首
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
左
往
に
、
 
 
 

か
へ
し
ど
も
あ
り
け
り
、
き
1
お
よ
ほ
副
（
諸
本
「
ね
」
）
は
か
ゝ
ず
 
 

と
あ
る
。
こ
の
集
が
、
西
行
の
自
撰
自
筆
の
本
を
原
本
と
し
、
そ
の
現
存
帯
伝
本
が
書
写
性
本
文
変
化
の
み
の
書
承
に
よ
る
も
の
で
 
 

あ
る
な
ら
、
か
よ
う
な
左
注
は
あ
り
え
な
い
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

似
た
よ
う
な
例
に
、
一
二
四
一
番
か
ら
一
三
五
〇
番
ま
で
の
「
恋
膏
十
首
」
の
後
に
付
さ
れ
た
、
 
 

こ
の
歌
、
題
も
、
又
人
に
か
ほ
り
た
る
こ
と
ゞ
も
1
あ
り
げ
な
れ
ど
も
か
ゝ
ず
 
 

こ
の
歌
ど
も
、
や
ま
（
ぎ
）
と
な
る
人
の
か
た
る
に
し
た
が
ひ
て
か
き
た
る
な
り
、
さ
れ
ば
ひ
が
ご
と
ゞ
も
や
、
む
か
し
い
ま
 
 

の
こ
と
ゝ
り
あ
つ
め
た
れ
ば
、
と
き
を
り
ふ
し
た
が
ひ
た
る
こ
と
ゞ
も
 
 

が
あ
る
。
特
に
そ
の
前
半
は
、
さ
き
の
九
二
八
番
の
左
往
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
山
家
集
』
は
、
現
存
本
に
至
る
間
に
、
 
 

西
行
と
ほ
別
な
る
編
著
者
に
よ
る
著
作
性
本
文
形
成
が
あ
っ
た
と
見
え
る
。
 
 
 

い
ま
一
つ
、
こ
れ
は
、
左
往
と
い
う
よ
り
も
、
校
合
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
本
文
で
あ
る
が
、
一
三
六
九
番
の
歌
の
径
、
一
三
七
 
 

〇
番
の
詞
書
の
直
前
に
あ
る
、
 
 

又
、
あ
る
本
に
、
 
 

と
い
う
本
文
も
、
現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
が
成
立
当
初
の
ま
ま
の
本
文
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

い
ま
掲
げ
た
三
つ
の
左
注
は
、
『
山
家
集
』
の
成
立
を
論
じ
る
折
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
程
、
引
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
で
 
 

あ
る
。
例
と
し
て
、
こ
の
集
に
関
す
る
最
も
最
近
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
、
新
潮
古
典
集
成
『
山
家
集
』
の
頭
注
に
示
さ
れ
た
、
後
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藤
重
郎
氏
の
お
考
え
な
、
順
に
掲
げ
て
み
る
。
 
 
 

○
こ
の
左
注
ほ
後
人
の
添
加
と
す
る
説
が
あ
り
、
『
山
家
集
』
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
。
 
 
 

〇
一
「
恋
百
十
首
」
を
指
す
か
。
 
二
「
人
に
変
り
た
る
」
（
人
の
本
と
変
っ
た
）
、
「
人
に
代
り
た
る
」
 
（
代
作
）
説
が
あ
る
。
 
 
 

三
「
あ
り
研
」
と
あ
り
、
他
人
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
 
四
「
恋
百
十
首
」
か
『
山
家
集
』
全
体
か
不
明
。
 
 
 

五
「
…
…
僻
事
ど
も
や
」
ま
で
が
一
二
三
八
の
後
に
お
か
れ
、
「
こ
の
歌
ど
も
」
 
「
む
か
し
い
ま
の
軍
‥
・
‥
こ
と
ど
も
」
の
な
 
 
 

い
本
も
あ
り
、
「
恋
百
十
首
」
の
左
往
と
し
て
ほ
「
こ
の
歌
、
…
…
書
か
ず
」
の
み
あ
っ
た
の
が
古
形
に
近
い
か
と
も
考
え
ら
 
 

れ
る
。
（
l
…
‥
・
五
ハ
顕
注
ノ
番
号
）
 
 
 

○
あ
る
本
か
ら
の
校
合
に
よ
る
増
補
を
示
す
。
ど
こ
ま
で
か
不
明
だ
が
、
或
い
は
一
三
七
〇
二
三
七
一
か
。
「
あ
る
本
」
は
不
 
 

明
。
 
 
 

返
歌
を
「
き
ゝ
お
よ
は
ね
ば
か
ゝ
ず
」
と
言
い
、
「
題
も
、
又
人
に
か
は
り
た
る
こ
と
ゞ
も
ゝ
あ
り
げ
な
れ
ど
も
か
ゝ
ず
」
と
言
 
 

い
、
「
又
、
あ
る
本
に
」
と
言
う
の
ほ
、
ど
う
見
て
も
、
後
藤
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
、
現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
に
ほ
「
後
人
 
 

の
添
加
」
や
「
他
人
の
筆
」
や
「
不
明
」
の
「
あ
る
本
か
ら
の
校
合
に
よ
る
増
補
」
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
集
 
 

の
左
注
等
に
関
し
て
ほ
、
諸
伝
本
の
本
文
調
査
と
の
関
連
に
お
い
て
吟
味
し
、
別
に
私
見
を
報
告
す
る
所
存
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
 
 

現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
が
飽
撲
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
の
三
で
あ
る
、
と
は
言
え
そ
ぅ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
他
撰
 
 

が
行
わ
れ
た
折
に
先
程
見
た
詠
老
誤
伝
歌
も
し
く
は
詠
者
存
疑
歌
が
生
じ
た
、
と
い
う
、
誤
謬
と
左
注
と
の
相
互
の
関
連
は
、
い
ま
 
 

の
と
こ
ろ
、
あ
る
と
も
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
見
る
『
山
家
集
』
に
は
、
詠
者
有
疑
の
歌
が
、
僅
か
に
二
首
と
は
い
え
、
他
に
載
る
。
状
況
証
拠
に
過
ぎ
 
 

な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ほ
、
問
題
の
九
二
〇
番
の
歌
の
詠
老
つ
ま
り
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
し
 
 

て
い
る
。
そ
れ
に
、
現
存
『
山
家
集
』
に
見
ら
れ
る
左
往
の
中
に
、
こ
の
集
が
現
在
の
形
に
定
着
す
る
ま
で
に
後
人
に
よ
る
添
加
・
 
 

西
行
と
ほ
別
人
の
筆
の
伝
本
の
関
与
・
別
な
る
本
に
よ
る
増
補
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
現
存
『
山
家
集
』
 
 

の
本
文
ほ
他
校
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
状
況
証
拠
か
ら
の
判
断
に
過
ぎ
な
い
が
。
 
 
 

詠
者
存
疑
歌
が
載
る
の
は
他
撰
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
、
と
ま
で
は
、
現
在
と
こ
ろ
言
え
な
い
に
せ
よ
、
『
山
家
集
』
の
現
在
の
本
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文
は
、
全
て
を
信
用
し
て
よ
い
と
は
言
え
な
い
。
問
題
の
九
二
〇
二
番
の
贈
答
歌
一
対
も
、
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
状
況
 
 

証
拠
か
ら
は
、
そ
の
可
能
性
ほ
か
な
り
大
き
い
。
 
 

∧
四
＞
 
 

『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
歌
が
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
。
し
か
し
、
『
覚
綱
集
』
の
六
 
 

六
番
の
記
述
に
よ
っ
て
「
き
え
ぬ
べ
き
」
 
の
歌
が
覚
綱
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
 
 

本
文
も
そ
れ
な
り
に
誤
謬
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
吟
 
 

味
し
て
み
た
い
。
 
 
 

先
ず
、
覚
網
が
「
あ
る
官
ば
ら
」
に
贈
っ
た
歌
と
、
「
夙
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
が
西
行
に
贈
っ
た
歌
と
が
、
偶
然
に
一
致
し
た
、
 
 

と
い
う
考
え
方
が
成
り
立
つ
。
そ
う
し
て
、
そ
の
可
能
性
は
皆
無
で
ほ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
論
理
則
と
 
 

経
験
則
に
則
っ
て
吟
味
し
、
そ
の
結
果
、
全
て
の
可
能
性
が
打
ち
消
き
れ
た
後
に
、
最
後
に
残
っ
た
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
す
べ
き
 
 

で
あ
っ
て
、
安
易
に
そ
う
い
う
結
論
に
至
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
稿
老
は
、
い
ま
は
、
偶
然
の
一
致
ほ
考
え
な
い
こ
と
に
 
 

す
る
。
 
 
 

次
に
、
西
行
が
「
あ
る
官
は
ら
」
 
の
代
わ
り
に
覚
綱
に
書
状
も
し
く
は
歌
で
病
気
見
舞
を
し
た
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
 
 

る
。
ち
な
み
に
、
『
山
家
集
』
に
限
っ
て
も
、
十
二
回
三
十
六
首
、
西
行
は
他
人
に
代
っ
て
歌
な
詠
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
西
行
と
 
 

覚
綱
は
同
時
代
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
ほ
、
覚
綱
が
西
行
に
返
礼
歌
 
 

を
贈
る
こ
と
ほ
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
対
し
て
西
行
が
返
歌
を
返
す
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
仮
り
に
代
わ
り
の
見
舞
い
 
 

で
あ
っ
て
も
、
「
あ
る
官
ほ
ら
」
が
返
歌
を
す
る
、
少
な
く
と
も
、
そ
ぅ
い
う
形
を
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
代
作
で
 
 

あ
れ
ば
、
『
山
家
集
』
に
お
い
て
、
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
『
山
家
集
』
に
は
、
十
二
回
三
十
六
 
 

首
も
の
歌
に
つ
い
て
、
代
作
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
う
考
え
る
と
、
西
行
の
代
作
の
可
能
性
も
、
ひ
 
 

と
ま
ず
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
全
く
の
勘
違
い
で
あ
れ
意
図
的
な
操
作
で
あ
れ
、
結
果
的
に
剰
窃
と
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
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こ
れ
に
は
、
覚
綱
が
「
あ
る
官
は
ら
」
 
へ
 
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
返
礼
歌
と
し
て
贈
り
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
経
緯
が
あ
っ
て
「
夙
 
 

わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
人
が
西
行
へ
の
返
礼
歌
に
そ
の
ま
ま
用
い
た
、
と
い
う
場
合
、
つ
ま
り
、
『
覚
 
 

綱
集
』
の
記
載
の
型
か
ら
『
山
家
集
』
の
記
載
の
型
へ
の
場
合
と
 
－
 
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
型
で
あ
っ
て
、
『
覚
綱
集
』
か
ら
『
山
 
 

家
集
』
 
へ
誤
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
ほ
な
い
 
－
、
こ
れ
と
正
反
対
の
、
「
凰
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
か
ら
西
行
へ
贈
ら
れ
た
病
気
見
 
 

舞
の
返
礼
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
歌
が
、
何
ら
か
の
経
緯
に
よ
っ
て
覚
綱
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
れ
を
覚
綱
が
「
あ
る
官
 
 

は
ら
」
 
の
病
気
見
舞
へ
の
返
礼
歌
に
借
用
し
た
、
と
い
う
場
合
、
つ
ま
り
、
『
山
家
集
』
の
記
載
の
型
か
ら
『
覚
綱
集
』
の
記
載
の
 
 

型
へ
と
の
 
－
 
こ
れ
も
型
で
あ
る
 
、
両
様
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
可
能
性
を
否
定
す
る
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
稿
 
 

者
は
、
こ
の
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
可
能
性
は
、
『
覚
網
集
』
が
賀
茂
別
雷
社
の
神
へ
奉
納
す
る
た
 
 

め
に
編
ま
れ
た
集
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
当
時
の
人
々
の
神
へ
の
敬
虔
と
畏
怖
の
念
は
、
証
拠
を
列
挙
 
 

し
て
説
明
す
る
必
要
な
ど
あ
る
ま
い
と
思
う
。
 
 
 

同
一
の
歌
に
つ
い
て
、
贈
ら
れ
た
人
物
は
別
々
で
あ
り
、
贈
っ
た
人
物
の
一
方
は
不
明
で
「
或
る
人
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
 
 

い
、
文
献
に
よ
っ
て
か
よ
う
な
異
な
っ
た
記
載
に
な
っ
て
い
る
歌
の
場
合
、
最
も
可
能
性
の
高
い
の
が
、
同
一
の
歌
を
別
々
の
人
に
 
 

贈
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
歌
と
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
歌
の
場
合
で
言
え
ば
、
覚
網
が
、
 
 

病
気
見
舞
の
返
礼
と
し
て
、
「
き
え
ぬ
べ
き
」
 
の
歌
を
、
「
あ
る
宮
ば
ら
」
 
へ
も
西
行
も
贈
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
 
 
 

同
一
の
歌
を
別
々
の
人
に
贈
る
と
い
う
例
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
『
林
下
集
』
に
載
る
、
 
 

と
し
の
く
れ
に
、
左
京
大
夫
と
し
な
り
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
 
 

一
八
五
 
と
し
く
れ
ぬ
お
の
′
＼
い
そ
ぐ
み
ち
な
ら
で
 
わ
か
の
う
ら
に
も
ゆ
く
こ
1
ろ
か
な
 
 

返
事
 
 

一
八
六
 
と
し
く
れ
て
を
い
ゆ
く
す
ゑ
を
お
も
ふ
に
も
 
わ
す
ら
れ
め
や
は
わ
か
の
う
ら
浪
 
 

を
な
じ
う
た
を
、
こ
じ
ゞ
う
が
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
し
か
ば
 
 

一
八
七
 
と
し
の
ゆ
く
す
ゑ
は
も
の
う
し
い
ぎ
1
ら
ば
 
我
も
を
な
じ
き
わ
か
の
う
ら
ぢ
へ
 
 

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
意
図
的
に
同
じ
歌
を
別
々
の
人
に
贈
る
か
止
む
を
え
ず
そ
う
す
る
か
は
、
個
々
の
場
合
で
違
お
う
が
、
か
よ
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ぅ
な
例
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
間
額
の
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
の
受
け
手
が
『
山
家
集
』
と
『
覚
綱
集
』
と
で
一
見
齢
齢
す
る
こ
 
 

の
例
に
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
は
言
え
る
。
 
 
 

こ
う
考
え
る
と
、
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
覚
網
が
「
あ
る
宮
は
ら
」
と
西
行
の
双
方
疫
病
気
見
舞
へ
の
返
礼
歌
と
し
た
、
と
い
 
 

ぅ
可
能
性
も
極
め
て
高
い
。
但
し
、
こ
の
場
合
、
『
山
家
集
』
が
な
ぜ
「
覚
綱
」
の
名
前
を
明
示
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
 
 

が
残
る
。
勿
論
、
『
山
家
集
』
は
「
人
」
の
固
有
名
詞
を
全
て
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
か
ら
、
こ
の
疑
問
は
ま
ず
解
け
ま
 
 

い
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
が
解
決
さ
れ
た
な
ら
ば
、
覚
綱
が
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
西
行
の
双
方
に
こ
の
歌
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
可
能
性
が
高
い
ど
こ
ろ
か
、
蓋
然
性
が
強
く
な
る
、
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
稿
暑
が
本
稿
に
お
い
て
「
存
疑
」
 
 

と
し
た
事
柄
は
存
疑
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
今
後
の
『
山
家
集
』
の
注
釈
は
、
 
 
 

こ
の
贈
歌
、
『
覚
網
集
』
六
六
番
に
「
あ
る
官
は
ら
」
の
病
気
見
舞
へ
の
覚
綱
の
返
礼
歌
と
し
て
載
る
。
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
 
 
 

人
」
と
ほ
、
そ
の
覚
網
。
覚
綱
ほ
、
西
行
と
「
あ
る
官
ば
ら
」
の
双
方
へ
こ
の
歌
を
返
礼
と
し
て
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

と
で
も
注
記
す
れ
は
、
一
件
落
着
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
も
ま
た
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
、
一
切
を
終
了
し
て
よ
い
こ
と
に
な
 
 

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
の
中
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
 
 
 

も
う
一
つ
、
可
能
性
が
あ
る
。
筑
波
大
学
大
学
院
の
福
田
孝
若
か
ら
教
示
を
得
た
の
だ
が
、
い
ま
想
定
し
た
、
同
一
の
歌
を
別
人
 
 

に
も
贈
っ
た
と
い
う
可
能
性
と
、
先
程
想
定
し
た
、
結
果
的
に
み
て
剰
窃
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
と
が
複
合
し
た
型
で
、
覚
綱
ほ
 
 

西
行
に
病
気
見
舞
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
贈
っ
た
が
、
家
集
を
編
む
際
に
、
そ
の
歌
を
「
あ
る
官
ほ
ら
」
 
 

へ
の
返
礼
歌
と
勘
違
い
し
て
収
め
た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
先
に
は
否
定
し
た
『
覚
鋼
業
』
に
お
け
る
誤
謬
の
可
能
性
を
肯
索
 
 

し
た
上
で
の
『
山
家
集
』
の
正
当
性
を
想
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
も
、
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
も
、
『
覚
 
 

綱
集
』
が
賀
茂
別
雷
社
へ
の
奉
納
の
集
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
可
能
性
は
低
い
。
そ
れ
に
、
全
く
の
勘
違
い
は
、
偶
然
の
一
致
 
 

と
共
に
、
考
え
な
い
で
、
検
討
を
試
み
て
み
た
い
。
 
 
 

『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
詞
書
の
記
載
は
信
用
し
て
よ
く
、
し
か
も
、
一
見
敵
前
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
『
山
家
集
』
の
詞
蕃
 
 

の
記
載
も
そ
れ
な
り
に
誤
琴
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
か
を
探
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の
可
能
性
が
、
否
定
で
き
 
 

ず
に
残
っ
た
。
一
つ
ほ
、
覚
網
か
ら
「
あ
る
官
ば
ら
」
へ
贈
っ
た
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
、
如
何
よ
う
な
経
線
が
あ
っ
た
か
ほ
分
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ら
な
い
が
、
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
が
知
り
、
そ
の
人
が
西
行
へ
の
返
礼
歌
と
し
た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
 
 

覚
綱
が
「
き
え
ぬ
べ
き
」
 
の
歌
を
「
あ
る
官
ほ
ら
」
と
西
行
と
の
双
方
に
病
気
見
舞
の
返
礼
歌
と
し
て
贈
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
で
 
 

あ
る
。
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
詞
書
の
記
載
も
、
『
山
家
集
』
の
九
二
〇
番
の
詞
書
の
記
載
も
、
共
に
誤
謬
で
は
な
い
の
な
ら
、
 
 

い
ま
示
し
た
二
つ
の
可
能
性
の
い
ず
れ
か
が
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
偶
然
の
一
致
や
全
く
の
勘
違
い
で
あ
る
の
な
ら
、
話
は
別
で
 
 

あ
る
が
。
 
 

覚
綱
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
が
、
『
山
家
集
』
と
『
覚
綱
集
』
の
双
方
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
 
 

そ
の
一
方
の
贈
り
手
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
受
け
手
に
組
齢
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
め
ぐ
っ
て
、
二
節
に
わ
た
り
、
吟
味
を
試
み
 
 

た
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
判
明
し
た
。
 
 

一
つ
は
、
『
山
家
集
』
の
誤
謬
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
集
に
は
、
他
に
も
詠
老
を
誤
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る
こ
と
、
こ
 
 

の
集
の
殆
ど
全
て
の
伝
本
に
共
通
す
る
左
注
の
中
に
現
在
見
る
形
の
『
山
家
集
』
が
他
撰
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
こ
と
、
 
 

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
現
存
『
山
家
集
』
は
、
た
と
え
も
と
も
と
は
自
撰
で
あ
る
と
し
て
も
、
西
行
が
編
ん
だ
そ
の
ま
ま
の
 
 

姿
を
保
持
し
て
い
る
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
九
二
〇
番
の
歌
は
、
そ
う
し
て
、
九
二
一
番
の
歌
を
併
せ
た
贈
答
歌
は
、
他
撲
家
集
 
 

に
お
け
る
編
者
あ
る
い
は
後
の
改
訂
老
が
犯
し
た
誤
謬
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
『
覚
綱
集
』
の
記
載
が
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
山
家
集
』
の
本
文
も
そ
れ
な
り
に
誤
謬
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
 
 

性
が
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
場
合
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
偶
然
の
一
致
や
全
く
の
勘
違
い
と
い
う
 
 

こ
と
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
と
し
て
、
『
覚
綱
集
』
に
記
載
さ
れ
た
型
か
ら
『
山
家
集
』
に
記
載
さ
れ
た
塑
へ
、
結
果
的
に
剰
 
 

窃
と
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
と
、
覚
綱
が
同
一
の
歌
を
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
西
行
の
双
方
に
贈
っ
た
と
い
う
可
能
性
と
の
二
つ
の
可
 
 

能
性
ほ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
否
定
す
る
材
料
が
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
誰
か
の
、
つ
ま
り
、
前
者
 
 

で
あ
れ
は
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
の
、
後
者
で
あ
れ
ば
覚
綱
の
、
意
図
的
な
操
作
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
 
 

以
上
、
詮
索
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

『
山
家
集
』
の
雑
部
に
載
る
、
九
二
〇
・
一
番
の
贈
答
歌
ほ
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
「
存
疑
」
 
の
歌
な
の
で
あ
る
。
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贈
歌
の
詠
者
の
存
疑
、
贈
歌
の
受
取
り
手
の
存
疑
、
あ
る
い
ほ
、
詠
者
が
意
図
的
に
同
一
歌
を
別
人
に
贈
っ
た
か
否
か
の
存
疑
、
誰
 
 

か
が
剰
窃
を
行
っ
た
か
否
か
の
存
疑
、
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
疑
い
が
あ
る
贈
答
歌
な
の
で
あ
る
。
も
し
『
山
家
集
』
の
記
載
が
 
 

誤
謬
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
れ
は
、
当
然
、
こ
の
集
の
誤
伝
歌
に
な
る
。
『
山
家
集
』
の
記
載
が
誤
謬
を
犯
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
 
 

て
も
、
そ
れ
ほ
そ
れ
で
、
何
故
に
見
え
す
い
た
剰
窃
を
し
た
の
か
と
い
う
、
別
な
る
疑
い
が
生
じ
て
く
る
、
そ
う
い
う
存
疑
の
歌
な
 
 

の
で
あ
る
。
二
節
に
わ
た
る
吟
味
と
検
討
で
ほ
、
『
山
家
集
』
と
『
覚
綱
集
』
の
間
に
見
ら
れ
る
組
酷
の
決
着
は
つ
か
な
か
っ
た
。
 
 

「
存
疑
」
の
意
味
と
残
さ
れ
た
可
能
性
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
、
無
意
味
な
吟
味
で
も
あ
 
 

る
ま
い
と
思
う
。
 
 

＜
五
＞
 
 

『
山
家
集
』
の
九
二
〇
・
一
番
と
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
と
の
間
の
猷
齢
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
『
覚
綱
集
』
の
記
載
は
正
 
 

し
い
こ
と
、
『
山
家
集
』
に
は
誤
謬
の
可
能
性
も
誤
謬
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
で
き
た
。
こ
れ
以
上
ほ
、
 
 

『
山
家
集
』
と
『
覚
綱
集
』
の
双
方
に
載
る
「
き
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
の
吟
味
の
み
で
は
、
有
効
性
の
あ
る
論
証
は
望
め
な
い
。
そ
こ
 
 

で
、
観
点
を
変
え
て
、
『
覚
網
集
』
の
詞
書
に
あ
る
「
あ
る
宮
は
ら
」
を
追
及
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
、
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
「
官
ば
ら
」
に
つ
い
て
、
「
宮
輩
」
で
あ
る
と
も
「
官
腹
」
で
あ
る
と
も
、
決
着
を
つ
け
 
 

ず
に
済
ま
せ
た
。
ま
た
、
そ
の
「
官
は
ら
」
が
男
性
で
あ
る
の
か
女
性
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
、
不
問
に
付
し
て
き
た
。
そ
の
 
 

あ
た
り
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

覚
綱
は
西
行
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
行
在
世
当
時
の
諸
家
集
に
見
え
る
「
み
や
は
ら
」
の
例
を
吟
味
し
、
 
 

「
宮
輩
」
か
「
官
腹
」
か
、
男
性
か
女
性
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
る
。
 
 
 

ま
ず
、
平
忠
盛
（
永
長
元
年
一
〇
九
六
仁
平
三
年
一
一
五
三
）
 
の
『
忠
盛
集
』
の
広
本
系
に
、
 
 

あ
る
宮
原
の
め
の
も
と
へ
、
五
月
五
日
つ
か
は
し
け
る
 
 

一
三
一
を
く
や
ま
の
み
ぬ
ま
に
あ
ふ
る
あ
や
め
ぐ
さ
 
い
か
で
か
ね
を
ほ
袖
に
か
く
ら
ん
 
 

と
あ
る
「
宮
原
」
ほ
、
「
官
輩
」
か
「
官
腹
」
か
、
男
性
か
女
性
か
、
判
然
と
し
な
い
。
敬
語
表
現
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
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見
る
と
、
「
宮
原
の
め
こ
ほ
、
「
官
輩
」
 
も
し
く
は
「
宮
腰
」
に
仕
え
る
「
女
」
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「
官
輩
」
、
あ
る
い
は
 
「
官
 
 

腹
」
で
あ
る
「
女
」
、
で
ほ
あ
る
ま
い
。
そ
の
「
女
」
を
「
を
く
や
ま
」
の
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

清
輔
（
長
治
元
年
一
一
〇
四
－
治
承
元
年
一
一
七
七
）
の
『
清
輔
集
』
の
「
み
ゃ
は
ら
」
二
例
の
内
、
 
 

ら
の
女
房
」
 
 

は
、
「
官
ば
ら
村
引
女
」
と
あ
り
、
敬
語
表
現
も
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
官
輩
」
で
は
な
く
、
「
宮
腹
」
で
あ
る
「
女
」
と
見
て
よ
 
 

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
八
六
番
の
「
宮
原
」
も
、
「
宮
腹
」
で
あ
る
女
性
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

頼
政
（
長
治
元
年
二
〇
四
－
治
承
四
年
二
八
〇
）
の
『
準
二
位
頼
政
集
』
に
は
、
「
あ
る
宮
ば
ら
な
る
女
房
」
 
「
あ
る
官
ば
 
 
 

宮
原
に
侍
け
 

は
、
「
宮
原
」
に
侍
し
て
い
る
「
女
」
と
も
、
「
宮
原
」
で
あ
る
「
女
」
と
も
と
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
「
宮
原
」
が
「
宮
輩
」
 
 

で
あ
る
の
か
「
官
腹
」
で
あ
る
の
か
、
男
性
か
女
性
か
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

の
「
あ
る
宮
ば
ら
な
る
女
房
」
ほ
、
「
な
る
」
か
ら
、
「
宮
腹
」
で
あ
る
「
女
房
」
と
見
て
よ
い
。
又
、
 
 

三
〇
〇
 
あ
ほ
れ
を
も
か
け
て
や
み
に
し
白
浪
の
 
 

か
へ
し
 
 

三
〇
一
あ
だ
に
よ
る
浪
の
心
を
わ
く
か
ら
に
 
 
 

∴
、
 
 

一
七
 
 
 

久
し
う
ま
か
ら
ざ
り
し
か
ほ
、
二
月
の
つ
い
た
ち
ご
ろ
、
梅
の
枝
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
 
 

き
ま
さ
ず
は
さ
て
も
ち
り
な
ん
梅
が
え
の
 
な
ほ
ま
ち
が
ほ
に
旬
ふ
さ
ま
見
よ
 
 

か
へ
し
 
 

梅
の
花
ち
ら
は
ち
ら
な
ん
ち
り
て
後
 
そ
れ
ゆ
え
な
ら
で
ゆ
か
ん
と
お
も
へ
ば
 
 
 

と
の
歌
の
や
り
と
り
が
、
都
合
三
回
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

官
ば
ら
な
る
女
の
、
 
 

る
女
に
、
 
 

あ
る
官
は
ら
な
る
女
房
に
申
か
 
 

あ
る
宮
は
ら
の
女
房
を
む
か
 
 

な
さ
け
な
き
け
し
き
な
り
け
れ
ば
、
い
ひ
や
り
け
る
 
 

草
の
葉
に
書
き
て
さ
し
入
け
る
 
 

へ
に
つ
か
は
し
た
り
し
に
、
暁
に
成
て
ま
う
で
来
し
か
ば
 
 
 

た
ら
ひ
て
、
時
々
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
程
に
、
あ
し
わ
け
な
る
事
や
あ
り
け
ん
、
 
 

な
ご
り
を
し
の
ぶ
わ
れ
ヤ
な
に
な
り
 
 

女
 
 

あ
ほ
れ
し
ら
ぬ
に
な
り
に
け
る
か
な
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四
四
二
 
こ
と
し
げ
き
お
ほ
宮
人
を
ま
ち
ま
ち
て
 
あ
ふ
程
も
な
く
明
る
し
の
1
め
 
 

も
、
「
官
ば
ら
跡
女
房
」
と
は
あ
る
が
、
歌
に
こ
の
宴
席
の
こ
と
を
「
お
ほ
宮
人
」
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
「
官
腹
」
で
あ
る
 
「
女
 
 

房
」
と
見
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
川
田
順
氏
ほ
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
 
 
 

官
腹
と
は
「
皇
女
ノ
御
子
ヲ
生
ミ
給
ヘ
ル
コ
ト
、
又
、
ソ
ノ
御
子
」
と
大
言
海
に
あ
る
。
平
安
朝
に
は
独
身
の
皇
女
が
多
か
っ
 
 

た
。
斎
官
や
斎
院
は
勿
体
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
高
貴
の
婦
人
で
、
父
を
世
間
に
顧
わ
し
得
な
い
子
供
を
生
む
こ
と
ほ
珍
 
 

し
く
な
か
っ
た
。
当
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
宿
敵
は
、
さ
よ
う
な
女
児
で
年
頃
に
な
り
宮
中
の
女
房
に
な
っ
た
人
と
ね
ん
ご
ろ
 
 

に
し
た
の
だ
。
 
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
少
々
く
だ
け
た
述
べ
方
で
ほ
あ
る
が
、
氏
ほ
、
「
官
腹
」
で
あ
る
「
女
房
」
 
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
重
要
 
 

な
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
但
し
、
頼
政
が
「
官
輩
」
に
仕
え
る
 
「
女
房
」
 
を
 
「
お
ぼ
宮
人
」
 
と
大
袈
裟
に
酒
落
れ
た
可
能
性
 
 

も  

そ
れ
を
き
1
て
い
ま
ひ
と
り
の
女
房
、
さ
に
と
い
ふ
事
を
い
ま
／
＼
し
が
り
て
 
 

六
六
一
 
か
く
し
あ
ら
は
は
や
そ
げ
な
ま
し
そ
の
か
み
の
 
恋
に
は
さ
に
ぬ
わ
が
物
お
も
ひ
 
 

か
へ
し
 
 

六
六
二
 
な
ど
や
さ
は
さ
に
る
と
閲
し
い
に
し
へ
を
 
い
と
ひ
け
る
さ
へ
い
ま
は
恋
し
き
 
 
 

た
び
く
よ
ば
れ
け
れ
ば
ま
い
り
て
、
人
な
み
ノ
＼
に
ま
じ
ろ
ひ
侍
に
、
あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
二
三
人
を
、
ひ
き
 
 

物
の
う
ち
に
す
へ
て
、
お
な
じ
く
連
歌
し
な
ど
し
て
、
い
ま
よ
り
ほ
な
が
く
し
る
人
に
せ
ん
な
ど
申
か
た
ら
ひ
 
 

て
、
夜
も
や
う
く
明
が
た
に
成
し
か
ば
、
ま
か
り
か
へ
り
て
後
、
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
、
．
↓
刃
が
も
と
へ
つ
 
 

か
は
し
け
る
 
 

六
五
九
 
君
に
あ
ひ
て
か
へ
り
に
し
よ
り
む
か
し
せ
し
 
恋
に
さ
に
た
る
も
の
を
こ
そ
思
へ
 
 

返
し
 
 

六
六
〇
 
わ
れ
は
い
さ
む
か
し
も
し
ら
ず
あ
さ
か
り
し
 
名
残
は
そ
れ
に
始
て
ぞ
お
も
ふ
 
 

無
い
わ
け
で
ほ
な
い
が
。
い
ま
一
つ
の
例
は
、
 
 

和
歌
所
に
人
々
あ
つ
ま
り
て
、
夜
も
す
が
ら
歌
よ
み
連
歌
な
ど
し
て
あ
そ
ば
れ
侍
し
に
、
隣
な
り
け
る
を
き
な
、
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
あ
る
官
ば
ら
の
女
房
二
三
人
」
と
い
う
の
ほ
、
「
宮
聾
」
に
仕
え
た
「
女
房
」
が
「
二
三
人
」
 
の
意
で
あ
 
 

ろ
う
。
「
宮
輩
」
が
男
性
か
女
性
か
は
わ
か
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
頼
政
集
』
の
場
合
は
、
「
官
旗
」
で
あ
る
「
女
房
」
と
 
 

「
宮
輩
」
と
の
、
双
方
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

有
房
（
生
没
年
未
詳
、
源
師
行
の
男
）
 
の
『
有
房
中
将
集
』
に
見
え
る
「
み
や
ば
ら
」
 
の
例
は
、
 
 

古
み
や
ば
ら
に
、
女
房
あ
ま
た
し
て
は
な
の
う
た
ど
も
よ
ま
れ
け
る
に
、
心
な
ら
ず
ま
い
り
あ
へ
り
し
を
、
や
が
 
 

て
、
よ
き
お
り
な
り
、
か
さ
ね
よ
と
せ
め
ら
れ
て
、
に
は
か
に
よ
み
て
ま
い
ら
せ
て
の
ち
、
の
こ
り
の
う
た
ゆ
か
 
 

し
き
よ
し
申
せ
は
、
ね
う
ば
う
の
な
か
よ
り
 
 

九
三
 
み
れ
ほ
み
な
は
な
の
な
だ
て
の
こ
と
の
は
を
 
か
き
あ
つ
め
つ
ゝ
い
か
ゞ
ち
ら
さ
ん
 
 

返
し
 
 

九
四
 
き
み
だ
に
も
は
な
の
な
だ
て
と
い
ふ
な
ら
は
 
わ
が
ち
ら
し
け
む
こ
と
ぞ
く
や
し
き
 
 

と
い
う
も
の
で
、
別
系
の
『
有
房
集
』
に
も
、
ほ
ぼ
同
文
で
載
る
 
（
三
六
三
・
四
番
）
。
男
性
・
女
性
の
別
も
、
「
官
輩
」
 
「
宮
 
 

腹
」
か
も
、
分
明
で
は
な
い
が
、
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
留
意
し
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
「
宮
輩
」
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

実
は
、
当
面
の
問
題
の
『
山
家
集
』
に
も
、
「
み
や
ほ
ら
」
 
の
語
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
 

人
集
』
 
（
李
花
亭
文
庫
本
四
五
〇
番
）
 
に
は
「
世
の
が
れ
て
、
都
を
立
は
な
れ
け
る
人
の
、
あ
る
官
は
ら
へ
た
て
ま
つ
り
け
る
に
、
 
 

か
は
り
て
」
と
、
『
山
家
集
』
と
同
じ
事
情
の
詞
書
で
載
る
。
『
別
本
山
家
集
』
 
（
八
〇
三
番
）
 
で
は
、
「
世
を
の
が
れ
て
後
、
都
 
 

を
立
は
な
れ
て
人
に
つ
か
は
す
」
と
、
「
み
や
ば
ら
」
 
へ
の
代
作
で
ほ
な
い
。
『
ま
葉
菜
』
に
入
集
し
た
こ
の
歌
は
、
「
あ
る
所
に
 
 

み
や
づ
か
へ
し
侍
り
け
る
人
、
世
を
そ
む
き
て
都
ほ
な
れ
て
と
ほ
く
ま
か
り
け
る
に
か
は
り
て
読
み
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
に
な
 
 
 

あ
る
み
や
ば
ら
に
つ
け
て
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
女
房
、
よ
を
そ
む
き
て
、
み
や
こ
は
な
れ
て
、
と
を
く
ま
か
ら
ん
 
 

と
お
も
ひ
た
ち
て
ま
い
ら
せ
け
る
に
か
ほ
り
て
 
 
 

七
五
五
 
く
や
し
き
は
よ
し
な
き
君
に
な
れ
そ
め
て
 
い
と
ふ
み
や
こ
の
し
の
ば
れ
ぬ
べ
き
 
 

と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
み
や
は
ら
」
は
、
敬
語
表
現
か
ら
見
て
、
「
宮
輩
」
で
あ
ろ
う
。
男
性
か
女
性
か
は
不
明
で
あ
る
。
 
 

ち
な
み
に
、
こ
の
歌
は
、
『
山
家
心
中
集
』
 
（
妙
法
院
本
三
二
〇
番
）
 
に
は
『
山
家
集
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
詞
書
で
載
り
ヽ
 
『
西
行
上
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集
』
と
に
「
宮
腹
」
 
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
例
が
見
ら
れ
た
が
、
 
 

る
と
も
、
い
ず
れ
と
も
分
明
で
な
い
も
の
ほ
か
り
で
、
確
定
で
き
な
か
っ
た
。
 
 

女
性
の
別
も
判
明
し
な
か
っ
た
。
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
「
あ
る
官
ば
ら
」
 
 

が
少
々
早
い
『
忠
盛
集
』
の
「
あ
る
宮
原
」
以
外
は
、
「
官
輩
」
は
宮
輩
で
、
 
 

能
性
が
あ
る
。
現
在
の
私
ど
も
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
人
々
に
ほ
、
 
 

が
頭
に
浮
か
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
推
測
さ
れ
る
程
、
「
あ
る
み
や
ほ
ら
」
と
い
う
例
が
、
当
時
の
私
家
集
に
は
数
多
く
 
 

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
覚
綱
集
』
に
言
う
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
『
山
家
集
』
七
五
五
番
に
言
う
「
あ
る
み
や
ば
ら
」
と
が
同
一
人
 
 

物
で
あ
る
こ
と
ほ
、
十
分
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
 
 

∧
六
＞
 
 

前
節
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
『
覚
綱
集
』
に
言
う
「
宮
は
ら
」
は
、
「
官
輩
」
で
あ
る
の
か
「
官
旗
」
で
 
 

あ
る
の
か
、
又
、
男
性
で
あ
る
の
か
女
性
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
従
っ
て
、
「
あ
る
宮
ほ
ら
」
 
の
追
及
は
、
西
行
と
同
時
 
 

代
の
全
て
の
皇
子
・
皇
女
・
皇
女
の
子
が
対
象
に
な
る
。
以
下
の
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
 
「
宮
は
ら
」
を
、
追
及
し
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
「
宮
輩
」
 
の
男
性
つ
ま
り
皇
子
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
掲
げ
る
表
が
、
西
行
の
生
き
た
年
代
の
直
前
か
ら
直
後
ま
で
 
 

誕
 
 

の
皇
子
の
一
覧
で
あ
る
。
皇
子
の
系
譜
や
履
歴
を
示
す
資
料
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
『
本
朝
皇
胤
覇
連
銀
』
の
記
載
を
中
心
に
、
 
 

諸
資
料
や
諸
補
任
等
で
補
な
っ
て
掲
げ
て
み
る
。
 
 
 

「
宮
輩
」
を
西
行
や
覚
綱
と
の
関
連
で
追
及
す
る
に
ほ
、
生
没
年
の
吟
味
ほ
欠
か
せ
な
い
。
又
、
帝
位
に
即
く
と
「
宮
」
 
の
呼
称
 
 

は
不
適
切
に
な
る
わ
け
で
、
こ
の
吟
味
も
欠
か
せ
な
い
。
即
位
の
年
を
示
す
所
以
で
あ
る
。
僧
侶
の
場
合
、
出
家
の
年
の
他
に
、
延
 
 

暦
寺
二
二
井
寺
・
仁
和
寺
の
所
属
寺
院
の
別
も
掲
げ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
覚
綱
に
つ
い
て
は
「
山
」
 
「
仁
」
 
の
点
で
問
窟
が
残
る
 
 
 

っ
て
い
る
。
『
山
家
集
』
に
極
め
て
似
る
こ
の
詞
書
に
「
み
や
づ
か
へ
L
侍
り
け
る
人
」
と
あ
る
の
は
、
撰
者
が
「
み
や
は
ら
」
を
 
 

「
宮
輩
」
と
解
釈
し
て
、
こ
う
言
い
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

西
行
の
同
年
代
の
人
々
の
家
集
に
数
多
く
見
え
る
 
「
み
や
ば
ら
」
 
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
『
清
輔
集
』
 
と
 
『
頗
政
 
 

そ
の
他
ほ
、
「
宮
輩
」
で
あ
る
と
も
「
宮
腹
」
 
で
あ
 
 

又
、
「
官
輩
」
で
あ
れ
「
官
腹
」
で
あ
れ
、
男
性
・
 
 

に
つ
い
て
も
、
事
情
ほ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
年
代
 
 
 

「
宮
腰
」
は
官
腹
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
人
で
あ
る
可
 
 

「
あ
る
み
や
ば
ら
」
と
い
え
ば
直
ち
に
或
る
固
有
名
詞
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か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
『
山
家
集
』
等
に
は
官
輩
の
人
を
通
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
「
呼
称
等
」
も
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

後
朱
雀
院
 
後
冷
泉
院
 
 

後
三
条
院
 
 

後
三
条
院
 
白
河
院
 
 

実
仁
親
≡
 
 

輔
仁
親
王
 
 

白
河
院
 
 
敦
文
親
王
 
 

堀
河
院
 
 

覚
行
法
親
王
仁
 
 

覚
法
法
親
王
仁
 
 

聖
悪
法
親
王
仁
 
 

僧
 
行
靡
 
寺
 
 

僧
 
円
行
 
寺
 
 

僧
 
静
澄
 
寺
 
 

堀
河
院
 
 
鳥
羽
院
 
 

長
雲
法
親
王
山
 
 

僧
 
寛
暁
 
仁
 
 

鳥
羽
院
 
 
崇
徳
院
 
 

通
仁
親
王
 
 

輔
仁
親
王
 
漁
有
仁
 
 

僧
 
信
盃
 
 

僧
 
仁
操
 
 

父
 
 

皇
子
名
 
寺
 
 
生
 
 

僧
 
 
行  
恵  

寺 山 仁  

寛  
治  

康
和
五
 
 

康
和
五
 
 

康
和
五
 
 

元
永
二
 
 

天
治
元
 
 

万
寿
二
 
 

長
元
七
 
 

天
音
元
 
 

延
久
三
 
 

度
久
五
 
 

承
保
元
 
 

承
暦
三
 
 

承
保
二
 
 

寛
治
一
ハ
 
 

嘉
保
元
 
 

長
治
元
 
 

寛
治
ヒ
 
 

康
和
五
 
 年

 
 

（
一
〇
二
五
）
 
 

（
一
〇
三
四
）
 
 

（
一
〇
五
三
）
 
 

（
一
〇
七
こ
 
 

（
一
〇
七
三
）
 
 

（
一
〇
七
四
）
 
 

（
一
〇
七
九
）
 
 

（
一
〇
七
五
）
 
 

（
‥
〇
九
二
）
 
 

（
一
九
〇
四
）
 
 

（
一
∵
U
四
）
 
 

（
一
〇
九
三
）
 
 

（
一
一
〇
三
）
 
 

（
一
〇
八
八
）
 
 

（
一
一
〇
三
）
 
 

（
一
一
〇
三
）
 
 

（
一
一
〇
三
）
 
 

（
一
一
一
九
）
 
 

（
一
一
二
四
）
 
 

1
・
l
、
 
 

治
暦
四
 
 

－
延
久
五
 
 

大
治
四
 
 

－
応
徳
二
 
 

元
永
二
 
 

承
暦
元
 
 

嘉
承
二
 
 

－
長
治
二
 
 

－
仁
平
三
 
 

保
延
三
 
 

保
元
元
 
 

・
†
廿
．
 
 

保
元
四
 
 

1
長
寛
一
一
 
 

－
大
治
四
 
 

－
久
安
三
 
 

－
永
治
二
 
 年

 
 

（
一
〇
六
八
）
 
 

（
∵
U
七
三
）
 
 

二
一
二
九
）
 
 

（
一
〇
八
五
）
 
 

（
一
山
一
九
）
 
 

（
一
〇
七
七
）
 
 

（
一
一
〇
ヒ
）
 
 

（
一
一
〇
五
）
 
 

（
一
一
五
三
）
 
 

（
一
一
三
七
）
 
 

（
一
一
五
六
）
 
 

（
一
い
六
二
）
 
 

（
一
…
五
九
）
 
花
蔵
院
大
僧
正
 
 

（
一
‥
六
四
）
 
 

（
一
二
一
九
）
 
 

（
一
一
四
七
）
 
 

（
一
一
四
二
）
 
 

呼
称
等
 
 
 

号
中
御
室
 
 

号
高
野
御
室
 
 

号
花
蔵
院
官
 
 

号
狛
僧
正
又
桜
井
 
 

＝
写
羅
惹
院
 
 

号
花
園
左
大
臣
 
 

＝
三
一
一
宮
 
 

即
位
・
出
家
等
の
年
 
 

寛
徳
二
 
（
一
〇
四
五
）
 
即
位
 
 

治
暦
四
 
（
一
〇
六
八
）
 
即
位
 
 

延
久
田
 
（
一
〇
七
二
）
 
即
位
 
 

大
永
三
 
（
一
二
二
）
 
 

長
承
元
（
一
一
三
二
）
 
 

大
治
三
 
（
一
一
二
八
）
 
 

長
承
元
（
一
山
三
二
）
 
 

長
承
二
 
（
一
山
三
三
）
 
 

天
治
元
 
（
一
一
二
四
）
 
 

仁
平
二
 
（
一
一
五
二
）
 
 

長
寛
二
 
（
一
一
六
四
）
 
 

真
水
二
 
（
一
‖
〇
七
）
 
 

保
安
元
（
一
一
二
〇
）
 
 

応
徳
三
 
（
一
〇
八
六
）
 
即
位
 
 

保
安
四
 
（
一
二
二
二
）
 
即
位
 
 
 

親
王
音
旨
 
 

法
眼
 
 

法
眼
 
 

法
眼
 
 

賜
源
姓
 
 

法
眼
 
 

棒
大
僧
都
 
 

法
眼
 
 

即
位
 
 

法
眼
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君
仁
親
王
 
 

後
白
河
院
 
 

本
仁
親
王
 
仁
 
 

近
衛
院
 
 

道
悪
法
親
王
寺
 
 

覚
快
活
親
王
山
 
 

最
忠
法
親
王
山
 
 

菜
徳
院
 
 
重
亡
親
王
 
 

僧
 
元
佐
 
仁
 
 

後
白
河
院
 
二
条
院
 
 

以
仁
王
 
 

高
倉
院
 
 

守
覚
法
親
王
仁
 
 

円
窓
法
親
王
寺
 
 

定
恵
法
親
王
寺
 
 

静
暦
法
親
王
寺
 
 

承
仁
法
親
王
山
 
 

道
法
法
親
王
 
 

二
条
院
 
 
」
ハ
桑
院
 
 

曽
H
 
 

以
仁
王
 
 
僧
 
 

曽
 
 

僧
 
 

凶
日
 
 

尊
意
 
 

小
異
佐
 
山
 
 

道
草
 
仁
 
 

法
円
 
寺
 
 

仁
着
 
古
 
 大

治
二
 
（
一
 
 

大
治
四
 
（
一
 
 

保
延
五
 
（
一
 
 

兵
承
元
（
一
 
 

兵
承
三
 
（
一
 
 

保
延
六
 
（
一
 
 

康
治
二
 
（
一
 
 

仁
平
元
（
一
 
 

永
暦
二
 
（
一
 
 

久
安
六
 
（
一
 
 

仁
安
三
 
（
り
 
 

義
広
元
（
一
 
 

仁
安
元
（
一
 
 

長
寛
二
 
（
一
 
 

兵
寛
二
 
（
一
 
 

仁
実
l
一
（
一
 
 

安
元
元
（
一
 
 

一
四
三
）
－
永
万
元
 
 

一
五
一
）
－
治
承
四
 
 

一
六
二
）
－
治
承
五
 
 

一
五
〇
）
】
建
仁
二
 
 

寿
永
二
 
 

康
治
二
 
 

一
二
七
）
－
建
久
三
 
 

〓
一
九
）
－
嘉
広
元
 
 

一
三
九
）
－
久
寿
二
 
 

一
三
二
）
－
仁
安
三
 
 

一
三
四
）
1
義
和
元
 
 

一
六
八
）
 
 

一
六
九
）
 
 

一
六
六
）
 
 

一
六
四
）
 
 

一
六
四
）
 
 

一
六
七
）
 
 

一
七
五
）
 
 

一
四
〇
）
－
応
保
二
 
（
一
 
 

一
連
久
七
 
 
 

建
仁
三
 
 

－
建
久
八
 
 

－
建
保
二
 
 

－
安
元
二
 
 

1
建
久
三
 
 

－
寛
書
二
 
 

1
安
貞
二
 
 
 

覚
書
二
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 ■

、
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

、
．
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
】
 
 〓

 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 

（
一
 
 （

一
二
三
〇
）
 
 

一
四
三
）
 
 

一
九
二
）
 
 

一
六
九
）
 
 

T
五
五
）
 
 

〓
ハ
八
）
 
 

一
八
一
）
 
 

一
六
二
）
 
 

一
六
五
）
 
 

一
八
〇
）
 
 

一
八
一
）
 
 

二
〇
二
）
 
 

一
人
三
）
 
 

一
九
六
）
 
 

二
〇
三
）
 
 

一
九
七
）
 
 

二
一
四
）
 
 

一
八
六
）
 
 

一
九
丁
一
）
 
 

二
三
〇
）
 
 

二
二
八
）
 
 

号
壌
王
 
 

久
寿
二
 
（
一
一
五
五
）
即
位
 
 

改
覚
性
 
法
親
王
 
保
延
元
（
一
一
三
五
）
入
寺
 
 

永
治
元
（
一
一
四
一
）
即
位
 
 
 

号
法
性
寺
座
主
 
 

出
家
 
空
性
 
 

号
官
法
印
 
 

号
高
倉
官
 
 

号
北
院
御
室
 
 

号
八
粂
宮
 
 

号
鳥
羽
官
 
 

号
聖
護
院
大
官
 
 

号
後
高
野
御
室
 
 

r
．
う
狙
官
 
 

号
書
写
官
 
 

号
西
院
 
 

世
称
還
俗
官
 
 

保
元
三
 
（
一
一
五
八
）
 
即
位
 
 

仁
安
l
ニ
（
一
一
六
八
）
即
位
 
 

保
元
元
（
一
一
五
六
）
 
入
寺
 
 

寿
永
二
 
（
一
‥
八
一
二
）
法
印
大
僧
都
 
 

久
安
二
 
（
二
四
六
）
出
家
 
 

元
暦
二
（
二
八
五
）
大
僧
都
 
 

永
万
元
（
一
一
六
五
）
 
即
位
 
 

寿
永
二
 
（
一
一
八
三
）
法
眼
 
 
 



『山家集』所載贈答敬一対存疑（上）   

先
ず
、
帝
位
に
即
い
た
人
ほ
、
「
官
輩
」
 
「
官
旗
」
か
ら
除
外
し
て
よ
か
ろ
う
。
次
に
、
西
行
の
生
年
（
天
永
元
年
一
一
一
八
）
 
 

以
前
に
没
し
た
実
仁
親
王
・
敏
文
親
王
・
覚
行
法
親
王
、
西
行
の
幼
時
に
没
し
た
輔
仁
親
王
、
西
行
の
生
前
あ
る
い
は
幼
時
に
出
家
 
 

し
て
い
る
覚
法
法
親
王
・
聖
悪
法
親
王
・
僧
行
慶
∴
僧
門
行
・
僧
信
詮
・
最
雲
法
親
王
・
本
仁
親
王
も
、
除
外
で
き
る
。
幼
逝
し
た
 
 

通
仁
親
王
は
問
題
あ
る
ま
い
。
こ
う
辿
る
と
、
生
没
年
や
出
家
の
年
が
明
確
で
は
な
い
人
だ
が
、
僧
静
霞
・
僧
仁
操
・
僧
行
悪
・
僧
 
 

寛
暁
も
、
状
況
が
似
て
お
り
、
除
外
で
き
よ
う
。
ま
た
、
西
行
の
没
年
（
文
治
五
年
一
一
八
九
）
以
後
に
誕
生
し
た
道
深
法
親
王
・
 
 

専
性
法
親
王
、
西
行
の
投
時
ほ
ご
く
幼
か
っ
た
僧
追
考
と
そ
の
弟
の
法
円
・
仁
誉
、
幼
く
し
て
出
家
し
た
僧
真
性
・
定
恵
法
親
王
・
 
 

守
覚
法
親
王
・
覚
快
法
親
王
等
も
、
官
輩
か
ら
除
外
し
て
よ
い
。
こ
う
辿
る
と
、
僧
学
窓
・
道
法
法
親
王
・
承
仁
法
親
王
・
静
恵
法
 
 

親
王
・
円
恵
法
親
王
な
ど
も
、
生
没
年
や
出
家
の
年
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
似
た
状
況
に
あ
り
、
除
外
し
て
よ
か
 
 

ろ
う
。
崇
徳
院
の
子
の
元
性
ほ
、
『
山
家
集
』
に
「
官
法
印
」
 
の
名
で
載
り
、
西
行
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
『
山
家
 
 

集
』
七
五
五
番
に
言
う
「
あ
る
み
や
は
ら
」
で
ほ
な
い
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。
 
 
 

消
去
法
に
よ
っ
て
、
宮
輩
の
男
性
を
吟
味
し
た
結
果
、
輔
仁
親
王
の
子
の
源
有
仁
、
鳥
羽
院
の
子
の
君
仁
親
王
・
道
恵
・
最
忠
両
 
 

津
親
王
、
崇
徳
院
の
子
の
重
仁
親
王
、
後
白
河
院
の
子
の
以
仁
王
の
六
人
が
、
消
去
で
き
ず
に
残
っ
た
。
「
あ
る
官
は
ら
」
が
「
官
 
 

輩
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
官
輩
は
、
こ
の
あ
た
り
の
人
に
絞
れ
る
と
思
う
。
特
に
、
鳥
羽
院
の
皇
子
あ
た
り
に
集
中
し
て
い
る
点
 
 

は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
 
 
 

次
に
、
「
官
輩
」
の
女
性
あ
る
い
は
「
宮
腹
」
 
つ
ま
り
皇
女
の
子
を
探
る
為
に
、
皇
女
を
吟
味
す
る
。
次
に
掲
げ
る
表
が
、
皇
子
 
 

の
場
合
と
同
様
、
『
本
朝
皇
胤
福
運
録
』
を
中
心
に
諸
資
料
に
よ
っ
て
皇
女
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
川
田
氏
の
御
指
摘
の
よ
う
 
 

に
、
斎
院
・
斎
官
で
あ
っ
た
か
否
か
の
吟
味
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
忙
、
准
后
■
准
三
后
と
な
っ
た
か
否
か
も
、
「
み
や
ば
ら
」
の
 
 
 

高
倉
院
 
 
安
徳
天
皇
 
 

後
高
倉
院
 
 

後
高
倉
院
 
後
掘
河
院
 
 

尊
性
法
親
王
山
 
 

道
深
法
親
王
仁
 
 治

承
二
 
（
一
 
 

治
承
三
 
（
山
 
 

建
暦
二
 
（
一
 
 

建
久
五
 
（
 

建
永
元
 
（
一
 
 

一
七
人
）
文
治
元
（
一
 
 

一
七
九
）
1
貞
応
二
 
（
T
 
 

二
一
二
）
－
文
暦
元
（
一
 
 

一
九
四
）
】
延
広
元
（
一
 
 

二
〇
六
）
建
長
元
（
一
 
 

二
三
九
）
 
号
綾
小
路
官
 
 

二
四
九
）
 
号
光
台
院
 
号
朗
H
院
御
室
 
 

一
八
五
）
 
 

一
二
一
三
）
 
守
貞
親
王
 
 

三
二
四
）
 
 

治
承
四
 
（
一
一
八
〇
）
 
即
位
 
 

建
暦
二
 
二
二
一
二
）
出
家
 
 

承
久
三
 
（
一
二
二
〓
 
即
位
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吟
味
に
ほ
欠
か
せ
ま
い
。
 
 

皇
女
名
 
 

父
 
 

残
朱
雀
院
 
良
子
内
親
王
 
 

嫡
子
内
親
王
 
 

祐
子
内
親
王
 
 

張
子
内
親
王
 
 

正
子
内
親
王
 
 

後
三
条
院
 
聡
子
内
親
王
 
 

俊
子
内
親
王
 
 

佳
子
内
親
王
 
 

篤
子
内
親
王
 
 
 

白
河
院
 
 
郁
芳
門
院
姥
子
 
 

善
子
内
親
王
 
 

令
子
内
親
王
 
 

禎
子
内
親
王
 
 

杓
子
内
親
王
 
 

官
子
内
親
王
 
 
 

輔
仁
親
王
 
守
子
女
王
 
 

怜
子
女
王
 
 
 

堀
河
院
 
 
慄
子
内
親
王
 
 

喜
子
内
親
王
 
 

懐
子
内
親
王
 
 

鳥
羽
院
 
 
藤
子
内
親
王
 
 

斎
斎
准
准
 
 

院
宮
后
三
 
 
 

宮
三
 
 
 

院
 
 

三
 
 
 

院
 
 
 

院
 
 
 

．
卜
‖
 
 

官
 
 

院
 
 

院
后
 
 

官
三
 
 

宮
后
 
 

院
三
 
 

院
后
 
 

官
 
 

院
 
 

官
 
 

院
 
 

院
 
 

宮
 
 

院
 
 

天
永
二
（
二
一
一
）
－
保
孟
宗
〓
一
一
五
六
）
 
 

康
和
元
（
一
〇
九
九
）
－
応
保
二
（
一
一
六
二
）
 
 

承
暦
元
（
一
〇
七
七
）
 
 

永
保
元
（
一
〇
八
一
）
 
 

天
仁
元
（
一
一
〇
八
）
 
 
 

永
承
五
 
（
雨
〇
五
〇
）
 
 

治
暦
二
 
（
一
〇
六
六
）
 
 

生
 
年
 
 

長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
 
 

義
元
元
（
一
〇
三
二
）
 
 

永
長
元
（
一
〇
九
六
）
 
 

－
長
意
元
（
一
一
三
二
）
 
 
 

天
義
元
（
一
一
四
四
）
 
 

－
保
元
元
（
一
一
五
六
）
 
 

－
長
承
元
（
一
一
三
二
）
 
 

一
天
承
二
 
（
一
一
三
二
）
 
 

没
 
 
 

－
承
暦
元
 
 

1
康
和
五
 
 
 

長
治
二
 
 
 

嘉
保
一
二
 
 

－
天
意
元
 
 

長
承
二
 
（
一
一
三
三
）
 
 
 

年
 
 
 

（
一
〇
七
七
）
 
 

（
一
一
〇
三
）
 
 

（
二
〇
五
）
 
 

（
一
〇
九
六
）
 
 

（
一
一
三
こ
 
 

そ
の
他
・
呼
称
等
 
 
 

一
品
 
 

狂
斎
院
 
 

三
晶
 
 

六
条
斎
院
 
 

押
小
路
斎
院
 
 

一
品
 
 

l
一
口
叩
・
樋
口
 
 

二
品
・
盲
小
路
 
 

掘
河
院
時
中
宮
 
 

六
条
斎
官
 
 

皇
后
・
鳥
羽
准
母
 
 

枇
杷
斎
院
 
 

樋
口
斎
院
 
 

清
和
院
 
 

伏
見
斎
官
 
 

北
小
路
斎
院
 
 

大
官
斎
院
 
 

（
皇
胤
系
図
・
皇
代
記
等
二
 
 

一
品
官
 
 

保
安
六
（
一
一
二
〇
）
 
 

長
承
二
 
（
一
二
二
三
）
 
 

保
安
四
（
一
一
二
三
）
 
 

仁
平
元
（
一
丁
五
一
）
 
 

ハ
不
載
）
 
 
 

承
保
三
（
一
〇
七
六
）
 
 

卜
任
等
の
年
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「
官
軍
」
の
皇
女
と
、
「
宮
腹
」
の
子
の
母
の
皇
女
で
は
、
吟
味
の
在
り
方
が
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
初
に
、
「
官
 
 

輩
」
 
の
皇
女
と
し
て
の
「
み
や
ば
ら
」
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

郁
芳
門
院
・
上
西
門
院
・
八
条
院
・
殿
盲
門
院
こ
且
陰
門
院
・
式
竜
門
院
・
安
嘉
門
院
の
諸
門
院
は
、
除
外
し
て
よ
い
。
高
松
院
 
 
 

上
西
門
院
統
子
 
 

研
子
内
親
王
 
 

叡
子
内
親
王
 
 

八
条
院
時
子
 
 

高
松
院
妹
子
 
 

頒
子
内
親
王
 
 

絢
子
内
親
王
 
 

姫
官
（
鹿
雲
）
 
 

姫
官
 
 

後
白
河
院
 
殿
富
門
院
亮
子
 
 

式
子
内
親
王
 
 

好
子
内
親
王
 
 

休
子
内
親
王
 
 

障
子
内
親
王
 
 

重
陽
門
院
 
 

二
条
院
 
 
繕
子
内
親
王
 
 

後
高
倉
院
 
式
乾
門
院
刺
子
 
 

安
嘉
門
院
邦
子
 
 

能
子
内
親
王
 
 

本
子
内
親
王
 
 

有
子
内
親
王
 
 

官  
后后 后  

保 保  大  
延延  治  
＝．フに   プロ  

院 院  
后  

官  官 院  官宵 宮院 宮  
后  

建
久
六
 
（
一
一
九
五
）
 
 

久
安
三
 
（
一
一
四
七
）
～
建
保
四
 
（
一
二
一
六
）
 
 

建
仁
元
（
一
二
〇
一
）
 
 

保
元
二
 
（
】
一
五
七
）
1
承
安
元
（
一
l
七
〓
 
 

永
治
元
 
 

建
久
七
（
二
九
七
）
～
建
長
三
 
（
一
二
五
一
）
 
 

承
元
三
 
（
一
二
〇
九
）
～
弘
安
六
 
（
一
二
八
三
）
 
 

寛
元
三
 
（
一
二
四
五
）
 
 

（
一
一
二
六
）
1
文
治
五
 
（
二
八
九
）
 
 

応
保
元
（
一
一
六
一
）
 
 

（
一
一
三
五
）
1
久
安
四
 
（
一
一
四
八
）
 
 

（
一
一
三
七
）
－
建
暦
元
（
一
一
二
 
こ
 
 

（
一
一
四
こ
～
安
一
琴
一
（
一
一
七
六
）
 
 

承
安
二
 
（
一
一
七
二
）
 
 

（
一
一
九
三
）
－
建
長
田
（
一
二
五
二
）
 
 

（
木
棺
子
）
 
 

吉
田
斎
宮
 
 

内
親
王
 
 

二
条
院
后
 
 

承
安
元
（
一
一
七
一
）
 
 

高
陽
院
姫
宮
・
双
林
寺
艇
宮
・
阿
夜
御
前
 
 

皇
后
官
・
安
徳
准
母
 
 

平
治
元
（
二
五
九
）
 
 

高
倉
官
 
 

押
小
路
官
 
 

皇
太
后
宮
 
 

堀
川
宮
 
 

嘉
応
三
年
依
病
退
下
 
 
嘉
応
元
（
二
六
九
）
 
 

皇
后
官
・
四
条
准
母
 
 

皇
后
官
・
後
堀
川
准
母
 
 

延
応
二
 
（
一
二
四
〇
）
宣
下
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ほ
『
覚
綱
集
』
に
そ
の
名
が
見
え
、
除
外
ほ
当
然
で
あ
る
。
次
に
、
西
行
の
誕
生
以
前
に
没
し
て
い
る
後
朱
雀
院
皇
女
正
子
内
親
 
 

王
も
こ
れ
に
含
め
て
よ
い
－
、
西
行
没
後
に
生
れ
た
後
高
倉
院
皇
女
、
西
行
の
ご
と
く
幼
時
に
没
し
て
い
る
後
三
条
院
皇
女
－
佳
子
 
 

内
親
王
・
篤
子
内
親
王
も
こ
れ
に
含
め
て
よ
い
－
や
白
河
院
皇
女
の
善
子
内
親
王
・
絢
子
内
親
王
や
鳥
羽
院
皇
女
の
碍
子
内
親
王
、
 
 

助
逝
し
て
い
る
節
子
内
親
王
・
休
子
内
親
王
－
そ
の
妹
の
障
子
内
親
王
も
休
子
の
翌
年
に
没
し
て
お
り
、
幼
逝
で
あ
る
等
も
除
外
 
 

で
き
る
。
又
、
西
行
の
幼
い
頃
に
卜
任
し
た
守
子
女
王
∴
帽
子
女
王
∴
順
子
内
親
王
も
、
覚
綱
や
西
行
が
「
み
や
は
ら
」
と
呼
ん
で
 
 

交
流
で
き
る
皇
女
で
は
な
か
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
見
る
と
、
白
河
院
の
皇
女
で
残
る
令
子
－
禎
子
・
宮
子
内
親
王
や
二
条
院
の
皇
女
も
事
情
は
似
て
お
り
、
『
覚
綱
集
』
に
言
 
 

う
「
あ
る
官
は
ら
」
が
宮
輩
の
皇
女
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
堀
河
院
・
鳥
羽
院
も
し
く
ほ
後
白
河
院
の
皇
女
で
斎
院
や
斎
官
に
な
 
 

ら
な
か
っ
た
人
か
、
斎
院
・
斎
官
に
卜
任
す
る
以
前
の
皇
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
で
も
、
鳥
羽
院
皇
女
の
研
子
二
頒
子
・
絢
子
 
 

の
三
内
親
王
か
二
人
の
姫
官
、
あ
る
い
は
、
後
白
河
院
皇
女
の
式
子
・
好
子
の
二
内
親
王
、
こ
の
あ
た
り
に
絞
れ
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

「
官
は
ら
」
が
「
官
腹
」
で
あ
る
の
な
ら
、
事
情
は
少
々
異
な
る
。
「
官
腹
」
は
、
資
料
条
件
が
悪
く
、
そ
の
追
及
は
不
可
能
 
 

で
、
そ
の
「
宮
腹
」
 
の
母
で
あ
る
皇
女
を
追
及
す
る
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

「
宮
腹
」
は
、
川
田
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
斎
院
・
斎
官
で
あ
っ
た
人
や
准
后
－
准
三
后
と
な
っ
た
人
の
子
女
は
ま
ず
考
え
ら
れ
 
 

な
い
。
そ
れ
に
、
問
題
の
 
「
官
ほ
ら
」
 
は
、
『
覚
綱
集
』
の
七
六
番
に
あ
る
よ
う
に
、
歌
や
連
歌
の
会
を
催
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
 
 

程
度
の
年
齢
で
あ
る
は
ず
で
、
従
っ
て
、
そ
の
宮
腹
の
母
の
年
齢
は
、
少
な
く
と
も
四
十
は
越
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
 
 

う
考
え
る
と
、
先
程
「
官
輩
」
の
皇
女
の
検
討
で
は
可
能
性
あ
り
と
し
た
後
白
河
院
皇
女
で
ほ
、
「
官
旗
」
の
母
と
し
て
は
年
齢
が
 
 

若
過
ぎ
る
。
こ
ち
ら
は
、
鳥
羽
院
皇
女
が
下
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
諸
皇
女
に
子
女
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
 
 

証
拠
価
値
の
高
い
証
拠
が
な
い
現
在
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
。
 
 
 

「
あ
る
宮
ば
ら
」
に
つ
い
て
、
「
宮
輩
」
 
の
皇
子
・
「
宮
輩
」
の
皇
女
・
「
官
腹
」
 
の
母
の
皇
女
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
に
関
し
 
 

て
検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
人
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
ま
で
言
え
る
皇
子
・
皇
女
は
指
摘
で
き
な
か
っ
た
。
し
 
 

か
し
、
注
目
さ
れ
る
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
る
官
ば
ら
」
が
「
宮
輩
」
で
あ
れ
「
官
腹
」
で
あ
れ
、
鳥
羽
院
の
子
女
の
中
に
、
 
 

消
去
で
き
な
い
人
物
が
幾
人
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
い
ま
少
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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先
程
の
宮
輩
や
宮
腹
の
検
討
を
通
じ
て
、
鳥
羽
院
の
子
女
の
中
で
消
去
で
き
な
か
っ
た
の
ほ
、
君
仁
親
王
・
道
悪
法
親
王
・
最
忠
 
 

法
親
王
・
研
子
内
親
王
と
双
林
寺
姫
官
等
二
人
の
姫
官
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
中
の
道
意
法
親
王
と
双
林
寺
 
 

姫
官
綾
雲
の
母
が
、
「
美
乃
」
と
呼
ば
れ
る
八
幡
別
当
光
清
の
娘
で
あ
っ
て
、
覚
快
法
親
王
と
高
松
院
妹
子
の
母
も
こ
の
人
で
あ
る
 
 
 

先
ず
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
 
 

弟
七
十
五
代
 
 
 

第
七
十
七
代
 
 

仁
 
 

第
七
十
六
代
 
 

寺
 
 

山
 
 

山
 
 

崇
徳
院
 
 

議
仁
親
王
 
 

君
仁
親
王
 
 

後
白
河
院
 
 

本
仁
親
王
 
（
覚
性
）
 
 

近
衛
院
 
 

道
東
法
親
王
 
 

覚
侠
法
親
王
 
 

最
思
法
規
玉
 
 

穂
子
内
親
王
 
 

上
西
門
院
統
子
 
 

研
子
内
親
王
 
 

敦
子
内
親
王
 
 

八
粂
院
時
子
 
 

高
松
院
妹
子
 
 

規
子
内
親
王
 
 

絢
子
内
親
王
 
 

姫
官
 
 

姫
官
 
 

に
よ
っ
て
、
鳥
羽
院
の
子
女
を
す
べ
て
に
つ
い
て
示
し
て
み
る
。
 
 

母
待
貿
門
院
碍
子
 
白
河
院
猶
子
 
公
実
刑
女
 
 

母
同
 
 

母
同
 
 

母
同
崇
徳
 
 

母
同
 
 

母
皇
后
（
糞
福
門
院
）
得
子
 
贈
左
大
臣
長
実
女
 
 

母
女
房
美
乃
 
八
幡
別
当
光
清
女
 
 

母
同
 
 

母
同
崇
徳
 
 

母
三
条
局
 
家
政
卿
女
 
（
吉
田
斎
宮
）
 
 

母
同
近
衛
 
 

母
光
清
法
印
女
 
 

母
左
大
臣
実
能
公
童
女
 
（
冷
泉
姫
宮
、
春
日
姫
官
）
 
 

母
同
上
西
 
 

母
光
清
法
印
女
 
（
阿
夜
御
前
、
双
林
寺
姫
官
・
綾
雲
尼
）
 
 

母
中
納
言
実
衡
勅
女
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高
松
宮
歌
合
に
、
閲
を
へ
だ
つ
る
恋
を
 
 

四
八
 
身
の
う
さ
を
こ
1
ろ
づ
く
し
に
か
き
や
り
し
 
ふ
み
を
は
と
を
せ
も
じ
の
せ
き
守
 
 

と
あ
る
。
「
高
松
宮
歌
合
」
と
は
、
安
元
元
年
 
（
一
一
七
五
）
 
七
月
二
日
に
行
わ
れ
た
、
『
高
松
女
院
妹
子
内
親
王
歌
合
』
を
さ
 
 

し
、
証
本
は
現
存
し
な
い
が
、
書
陵
部
本
『
有
房
集
』
・
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
・
前
田
本
『
親
宗
集
』
等
に
こ
の
歌
合
の
歌
 
 

が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
官
と
覚
網
は
互
い
に
知
己
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
前
掲
『
尊
卑
分
脈
』
で
も
分
 
 

か
る
よ
う
に
、
覚
網
の
従
兄
弟
の
範
宗
が
、
そ
の
高
松
宮
の
蔵
人
を
勤
め
て
い
た
こ
と
も
併
せ
考
え
て
よ
い
。
こ
う
辿
る
と
、
覚
嗣
 
 

と
美
濃
腹
の
鳥
羽
院
の
子
女
と
は
、
高
松
宮
を
接
点
と
し
て
、
繁
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
美
濃
腹
に
関
連
し
て
、
『
今
鏡
』
の
『
御
子
た
ち
』
の
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
 
 

鳥
羽
の
院
の
官
は
、
女
院
二
所
 
待
貿
・
美
禰
 
の
御
腹
の
外
に
、
三
井
寺
の
六
の
官
 
道
恵
 
山
の
七
の
官
 
覚
快
と
て
 
 

お
ほ
し
ま
す
な
る
。
御
旗
 
美
濃
 
石
清
水
の
流
れ
と
な
む
聞
き
奉
る
。
俊
額
の
撰
集
に
、
魔
の
歌
な
ど
入
れ
て
侍
る
、
光
清
 
 

法
印
と
か
い
ひ
け
む
別
当
の
娘
と
な
む
。
小
侍
従
な
ど
聞
ゆ
る
は
、
小
大
進
が
腹
に
て
、
こ
れ
ほ
前
の
は
ら
か
ら
な
る
べ
し
。
 
 
 

白
河
の
院
の
御
時
よ
り
、
近
く
侍
ひ
て
、
鳥
羽
の
院
に
は
、
御
子
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
な
る
べ
し
。
ま
た
そ
の
同
じ
應
に
、
阿
 
 
 

夜
御
前
と
聞
え
さ
せ
給
ふ
、
御
髪
刺
し
て
、
双
林
寺
と
い
ふ
所
に
ぞ
お
ほ
し
ま
す
な
る
。
寺
の
官
 
道
悪
 
は
、
一
年
失
せ
給
 
 

ひ
に
け
り
。
山
の
 
覚
快
 
は
、
法
印
な
ど
申
し
1
、
親
王
に
な
り
給
ふ
と
ぞ
。
 
 

鳥
羽
院
の
子
女
の
内
、
八
幡
別
当
光
清
女
美
濃
腹
の
人
々
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
高
松
宮
が
、
 
 

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

稿
者
が
何
故
に
こ
の
美
濃
（
美
乃
）
腹
の
人
た
ち
に
注
目
す
る
の
か
と
い
う
と
、
覚
綱
は
そ
の
中
の
高
松
宮
と
の
交
流
が
あ
っ
た
 
 

よ
う
で
、
官
主
催
の
歌
合
に
出
詠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
覚
綱
集
』
に
よ
れ
ば
、
 
 

ま
た
勢
賀
院
の
姫
官
、
斎
院
の
姫
宮
、
高
松
の
官
な
ど
聞
え
さ
せ
給
ふ
も
お
ほ
し
ま
す
な
る
べ
し
。
鳥
羽
の
院
の
官
た
ち
は
、
 
 

男
女
、
后
腹
、
た
ゞ
の
な
ど
取
り
加
へ
奉
り
て
、
男
官
八
人
、
女
官
八
九
人
ほ
か
り
お
ほ
し
ま
す
な
る
べ
し
。
 
 
 

高
松
宮
の
歌
合
に
、
雨
中
草
花
と
い
ふ
こ
と
を
 
 

三
一
 
た
び
衣
み
の
に
は
づ
る
ゝ
そ
で
の
う
へ
を
 
わ
り
な
く
す
れ
る
ほ
ぎ
が
花
ず
り
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と
、
こ
の
章
の
末
尾
に
、
美
濃
旗
の
子
女
と
は
別
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
少
々
気
に
か
か
る
が
、
と
に
か
く
、
鳥
羽
院
の
美
濃
腹
の
 
 

子
女
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
 
 
 

「
み
や
ば
ら
」
が
「
宮
輩
」
で
あ
れ
「
官
旗
」
で
あ
れ
、
鳥
羽
院
の
子
女
の
、
美
濃
腹
の
系
譜
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
 
 

あ
る
。
稿
老
ほ
、
中
で
も
、
双
林
寺
姫
官
綾
雲
尼
に
最
も
注
目
す
る
。
と
い
う
の
ほ
、
こ
の
皇
女
ほ
、
内
親
王
に
も
な
ら
ず
、
斎
院
 
 

・
斎
官
に
も
な
ら
ず
、
当
然
、
准
后
・
准
三
后
の
扱
い
も
受
け
ず
、
出
家
し
て
双
林
寺
に
籠
っ
た
人
で
、
皇
女
と
し
て
ほ
薄
幸
だ
か
 
 

ら
で
あ
る
。
「
あ
る
官
ば
ら
」
と
名
前
を
秘
し
て
呼
ば
れ
る
の
ほ
、
さ
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
覚
嗣
集
』
の
六
六
番
の
詞
書
に
見
え
る
「
あ
る
官
は
ら
」
を
、
「
宮
輩
」
と
見
、
鳥
羽
院
の
実
演
腹
の
子
女
、
特
に
、
双
林
寺
 
 

姫
官
綾
雲
尼
あ
た
り
で
ほ
な
い
か
と
推
測
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
あ
た
り
の
人
々
は
、
西
行
と
も
繁
り
が
か
な
り
あ
る
 
 

か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
辺
の
こ
と
を
、
少
々
補
っ
て
お
き
た
い
。
 
 
 

覚
綱
は
、
前
述
の
と
お
り
、
鳥
羽
院
皇
女
の
高
松
宮
と
交
流
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
今
鏡
』
に
あ
る
よ
う
に
、
高
松
宮
の
母
美
濃
 
 

ほ
小
侍
従
と
腹
違
い
の
姉
妹
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
覚
綱
は
、
そ
の
小
侍
従
の
娘
大
官
左
衛
門
佐
と
も
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
『
覚
 
 

網
集
』
忙
載
る
次
の
歌
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

小
侍
従
の
む
す
め
大
官
の
左
衛
門
の
す
け
、
あ
る
と
こ
ろ
に
て
物
が
た
り
せ
し
を
、
な
さ
け
あ
る
ゆ
か
り
は
き
ゝ
 
 

ど
こ
ろ
は
べ
る
か
な
と
お
も
ひ
て
、
歌
や
よ
み
た
ま
ふ
と
申
た
り
し
か
ば
、
歌
よ
む
べ
き
身
に
は
あ
ら
ぬ
よ
し
侍
 
 

て
、
た
れ
と
て
か
く
は
 
（
と
）
 
申
し
か
ば
 
 

七
一
 
し
の
ぶ
れ
は
そ
の
み
な
か
み
は
い
ほ
し
み
ず
 
さ
り
と
な
が
れ
の
た
え
む
も
の
か
は
 
 

一
方
、
西
行
の
方
を
見
る
と
、
ま
ず
、
前
掲
の
『
台
記
』
や
『
尊
卑
分
脈
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
行
は
鳥
羽
院
の
北
面
 
 

武
士
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
小
侍
従
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
『
山
家
集
』
に
、
 
 

院
の
小
侍
従
、
例
な
ら
ぬ
事
大
事
に
ふ
し
し
つ
み
て
、
と
し
月
へ
に
け
り
と
き
こ
え
て
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
り
た
り
 
 

け
る
に
、
こ
の
程
す
こ
し
よ
ろ
し
き
よ
し
申
て
、
人
に
も
き
か
せ
ぬ
和
琴
の
て
ひ
き
な
ら
し
け
る
を
き
1
て
、
 
 

九
二
二
 
こ
と
の
ね
に
な
み
だ
を
そ
へ
て
な
が
す
か
な
 
た
え
な
ま
し
か
ば
と
思
ふ
あ
は
れ
に
 
 

返
し
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
程
の
緊
密
な
繁
り
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
に
い
う
 
「
あ
る
宮
ば
ら
」
と
 
 

『
山
家
集
』
の
七
五
五
番
に
い
う
「
あ
る
み
や
ば
ら
」
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
双
林
寺
姫
宮
綾
雲
尼
あ
た
り
に
そ
の
人
 
 

を
絞
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
謀
で
は
あ
る
ま
い
。
ち
な
み
に
、
西
行
は
、
 
 

九
二
≡
 
た
の
む
ペ
き
こ
と
も
な
き
身
を
け
ふ
ま
で
も
 
な
に
1
か
ゝ
れ
る
玉
の
を
な
ら
ん
 
 

と
い
う
贈
答
が
載
る
こ
と
で
、
明
ら
か
で
あ
る
も
っ
と
も
、
こ
の
贈
答
歌
は
、
問
題
の
「
風
わ
づ
ら
ひ
け
る
人
」
と
の
贈
答
歌
に
 
 

続
い
て
載
る
も
の
で
、
後
に
少
々
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
－
。
そ
れ
に
、
西
行
の
母
方
の
祖
父
堅
物
清
経
ほ
、
『
長
秋
記
』
に
見
た
 
 

よ
う
に
、
美
濃
や
小
侍
従
の
父
八
幡
別
当
光
清
等
の
船
に
乗
っ
て
船
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
光
清
と
は
知
己
の
間
 
 

で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
 
 
 

要
す
る
に
、
覚
綱
と
西
行
と
は
、
八
幡
別
当
光
清
を
接
点
と
し
て
、
繁
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
直
接
の
」
父
友
関
係
が
あ
っ
 
 

た
か
否
か
ほ
判
然
と
し
な
い
が
。
こ
れ
を
、
光
清
を
軸
に
系
図
に
し
て
示
す
と
、
 
 

野
辺
寒
革
と
云
こ
と
を
、
双
林
寺
に
て
よ
み
け
る
に
 
 

五
〇
六
 
さ
ま
ぎ
ま
に
花
さ
き
け
り
と
見
し
の
べ
の
 
お
な
じ
い
ろ
に
も
し
も
が
れ
に
け
る
 
（
『
山
家
集
』
）
 
 

双
輪
寺
に
て
、
松
河
に
ち
か
し
と
い
ふ
こ
と
を
人
々
の
よ
み
け
る
に
 
 

二
五
一
こ
ろ
も
が
わ
み
ぎ
は
に
よ
り
て
た
つ
な
み
は
 
き
し
の
ま
つ
が
ね
あ
ら
ふ
な
り
け
り
（
『
聞
書
集
』
・
『
夫
木
抄
』
一
 
 
 

小
大
進
 
 

光
 
清
（
清
経
）
 
 

某
 
女
 
 

小
侍
従
（
西
覚
）
 
 

（
 
）
内
ハ
清
経
・
西
行
・
覚
綱
ト
ノ
交
流
ヲ
示
ス
。
 
 

道
意
法
親
王
 
 

覚
快
法
親
王
 
 

高
松
宮
妹
子
（
覚
）
 
 

双
林
寺
姫
官
竜
宮
 
旗
（
？
）
 
 

大
宮
左
衛
門
佐
（
覚
）
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と
あ
る
。
実
衡
の
子
に
女
子
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
だ
が
、
実
衡
に
女
子
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
実
衡
女
腹
の
姫
官
で
 
 

は
、
先
の
双
林
寺
姫
官
程
に
ほ
、
覚
綱
と
の
繁
り
が
無
い
こ
と
ほ
明
敏
で
あ
る
。
こ
こ
ほ
、
実
衡
女
腹
の
鳥
羽
院
皇
女
は
考
慮
の
外
 
 

に
お
い
て
も
差
支
え
な
い
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

『
覚
綱
集
』
の
六
六
番
の
詞
書
に
見
え
る
「
あ
る
宮
ば
ら
」
に
つ
い
て
、
宮
輩
の
皇
子
・
官
輩
の
皇
女
・
官
腹
の
母
の
皇
女
と
い
 
 

ぅ
≡
つ
の
可
能
性
の
ま
ま
、
追
及
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
と
特
定
の
人
物
を
確
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
鳥
羽
 
 

院
の
子
女
に
、
覚
網
や
西
行
が
「
官
ば
ら
」
と
呼
ん
で
交
流
を
持
つ
可
能
性
の
あ
る
人
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。
そ
 
 

の
鳥
羽
院
の
子
女
の
中
で
も
、
双
林
寺
姫
宮
綾
雲
尼
が
、
覚
綱
の
い
う
「
あ
る
宮
ば
ら
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
敬
語
表
現
 
 

か
ら
見
て
「
宮
輩
」
の
こ
の
人
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
、
そ
う
し
て
こ
の
人
で
あ
る
な
ら
、
西
行
が
「
あ
る
み
や
ば
ら
」
（
『
山
家
集
』
 
 

（
続
）
 
 

七
七
五
番
）
と
呼
ん
で
も
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
、
こ
こ
ま
で
が
追
及
で
き
た
。
こ
れ
は
望
外
の
収
穫
で
あ
っ
た
。
 
 

紙
幅
の
都
合
で
、
以
下
の
換
討
ほ
、
「
下
」
と
し
て
、
次
号
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
「
下
」
に
お
い
て
ほ
、
ま
ず
、
舞
六
節
に
 
 

お
い
て
「
宮
ば
ら
」
の
可
能
性
あ
り
と
し
た
ま
ま
不
問
に
付
し
た
源
有
仁
・
重
仁
親
王
∴
以
仁
王
・
後
白
河
院
皇
女
式
子
こ
好
子
内
 
 

親
王
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
、
第
六
節
で
の
推
論
を
確
認
す
る
。
次
い
で
、
『
山
家
集
』
の
問
題
の
贈
答
歌
の
前
後
の
歌
に
つ
い
 
 
 

一
一
六
一
番
）
 
 

と
、
双
林
寺
に
お
い
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
又
、
西
行
は
一
時
双
林
寺
に
住
ん
だ
と
い
う
言
い
伝
え
さ
え
あ
る
。
西
行
が
双
林
姫
官
 
 

廃
案
尼
痘
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
は
ぼ
間
違
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

但
し
、
鳥
羽
院
の
皇
女
で
、
内
親
王
に
も
斎
院
・
斎
官
に
も
な
ら
ず
、
准
后
・
準
二
后
の
扱
い
も
な
か
っ
た
、
も
う
一
人
の
姫
 
 

官
、
即
ち
、
中
納
言
実
衡
女
腹
の
姫
宮
に
つ
い
て
、
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
姫
君
の
父
方
の
系
譜
を
『
尊
卑
分
脈
』
の
「
藤
氏
公
季
孫
」
に
よ
っ
て
辿
る
と
、
 
 
 

公
季
－
…
－
公
実
 
 

J
．
 
 
 

号
高
松
 
 

仲
実
ま
 
 

鳥
羽
院
母
后
 
 

女
子
 
 

実
 

無
悸
」
〓
 
 
 山

 
 

実
暁
 
 
 

興
 
 

衡
範
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て
、
そ
の
歌
題
や
配
列
を
吟
味
し
、
問
題
の
贈
答
歌
の
『
山
家
集
』
に
お
け
る
意
味
を
吟
味
す
る
。
併
せ
て
、
『
覚
綱
集
』
所
載
歌
 
 

の
『
月
詣
集
』
入
集
状
況
と
西
行
歌
の
そ
れ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
上
と
こ
の
「
上
」
と
を
併
せ
て
、
『
山
家
集
』
 
 

の
本
文
に
お
け
る
問
題
の
贈
答
歌
の
持
つ
意
義
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
注
）
 
 
 

1
 
『
山
家
集
』
の
引
用
は
、
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
私
家
集
大
成
 
中
世
Ⅰ
』
 
（
昭
和
四
九
年
七
月
刊
）
 
に
よ
る
。
濁
点
稿
者
。
 
 
 

2
 
『
校
訂
西
行
法
師
全
集
』
 
（
大
正
t
一
年
七
月
刊
）
 
の
該
当
歌
の
頭
注
。
 
 
 

3
 
久
保
田
浮
氏
編
『
西
行
全
集
』
 
（
昭
和
五
七
年
五
月
刊
）
 
に
よ
る
。
講
集
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
写
本
・
版
本
を
調
香
し
た
。
 
 
 

4
 
謁
査
し
た
私
撰
集
ほ
『
後
葉
集
』
『
続
詞
花
集
』
『
月
詣
集
』
『
文
王
集
』
『
御
裳
濯
集
』
『
万
代
集
』
『
秋
風
集
』
『
雲
集
集
』
 
『
閑
月
集
』
 
『
拾
 
 

遺
風
駄
集
』
『
夫
木
抄
』
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
『
百
人
一
首
』
『
自
讃
歌
』
『
歌
枕
名
寄
』
『
一
品
経
和
歌
懐
紙
』
。
 
 

寺
沢
行
忠
氏
が
、
こ
の
本
は
「
贈
答
歌
に
お
け
る
他
人
詠
に
、
し
ば
し
ば
版
本
に
は
な
い
作
者
名
を
記
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
 
 

る
（
「
山
家
集
伝
本
考
」
・
『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
十
八
輯
・
昭
和
五
六
年
三
月
）
ゥ
 
 

『
覚
綱
集
』
の
引
用
ほ
．
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
私
家
集
大
成
 
中
古
Ⅱ
』
（
昭
和
五
〇
年
五
月
刊
）
所
収
に
よ
る
。
 
 

『
増
補
 
史
料
大
成
 
台
記
』
に
よ
る
。
 
 

『
西
行
』
（
昭
和
一
四
年
一
一
月
）
 
の
「
西
行
評
伝
」
 
の
章
。
 
 

「
西
行
の
係
累
」
（
「
日
本
歴
史
」
昭
和
五
三
年
四
月
。
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
西
行
・
定
家
』
昭
和
五
九
年
一
二
月
刊
、
再
録
）
 
 

日
本
古
典
文
字
大
系
『
和
漢
朗
詠
集
梁
塵
秘
抄
』
（
昭
和
四
〇
年
一
月
刊
）
所
収
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
よ
る
。
 
 

堀
部
正
二
氏
が
「
西
行
と
蹴
鞠
」
 
（
『
中
古
日
本
文
学
の
研
究
』
昭
和
一
八
年
一
月
刊
、
所
収
。
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
西
行
・
定
家
』
 
 

昭
和
五
九
年
二
一
月
刊
、
再
録
）
 
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
。
 
 

人
物
叢
書
『
西
行
』
（
冒
崎
徳
衛
氏
著
）
一
九
ペ
ー
ジ
所
掲
の
写
真
に
よ
る
。
 
 

『
増
補
 
史
料
大
成
 
長
秋
記
一
』
に
よ
る
。
 
 

同
氏
著
『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
』
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
刊
）
 
に
お
い
て
も
、
同
趣
旨
の
御
発
言
が
あ
る
。
 
 

『
平
安
朝
歌
合
大
成
 
八
』
所
収
「
四
三
〇
（
治
承
四
年
五
月
以
前
）
三
井
寺
山
家
歌
合
」
に
よ
る
。
 
 

『
五
十
音
引
僧
綱
補
任
 
僧
歴
綜
覧
』
（
昭
和
五
山
年
七
月
刊
）
 
に
よ
り
、
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
に
よ
り
確
認
。
 
 
 



『山家集』所載贈答敬一対存疑（上〕  

28   27 26 25 24 23  35 34 33 32 31 30 29 22   2120191817  

橋
本
不
葵
男
氏
解
題
担
当
。
昭
和
二
七
年
八
月
刊
。
 
 

「
寿
永
百
首
に
つ
い
て
」
 
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
三
一
号
、
昭
和
四
九
年
六
月
）
 
 

『
私
家
集
の
研
究
』
（
昭
和
四
一
年
一
一
月
刊
）
所
収
「
第
五
章
（
付
）
賀
茂
社
奉
納
百
首
歌
集
に
つ
い
て
」
 
 

『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
刊
）
 
の
「
第
六
章
 
寿
永
百
首
家
集
を
め
ぐ
っ
て
」
 
 

「
西
行
の
人
と
歌
」
 
（
『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
 
第
二
巻
・
昭
和
三
三
年
三
月
刊
、
所
収
。
『
谷
山
茂
著
作
集
 
五
』
昭
和
五
八
年
一
一
一
月
 
 

刊
、
再
録
）
 
 

古
典
文
庫
『
未
刊
 
中
世
歌
合
集
 
上
』
所
収
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
（
昭
和
三
四
年
三
月
刊
。
『
谷
山
茂
著
作
集
四
』
（
昭
和
五
八
年
九
 
 

月
刊
、
再
録
）
。
「
平
隆
盛
と
そ
の
家
集
」
（
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
昭
和
三
四
年
三
月
。
『
谷
山
茂
著
作
集
 
六
』
（
昭
和
五
九
年
一
一
月
 
 

刊
）
 
に
、
「
平
経
盛
と
経
盛
集
」
 
の
題
で
再
録
）
 
 

「
『
山
家
集
』
所
載
西
行
歌
一
首
存
疑
（
上
・
下
）
」
 
（
「
文
芸
・
言
語
研
究
」
二
ハ
・
七
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
・
五
七
年
一
二
月
）
 
 

「
学
界
時
評
・
中
世
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
五
八
年
八
月
号
）
 
 

「
学
界
展
望
 
中
世
文
学
」
 
（
『
国
文
学
年
鑑
 
昭
和
五
七
年
』
昭
和
五
九
年
三
月
刊
）
 
 

『
中
世
の
文
学
 
歌
論
集
一
』
（
昭
和
四
六
年
一
一
月
刊
）
所
収
『
歌
仙
落
書
』
（
底
本
、
群
書
類
従
本
〕
 
に
ょ
る
。
 
 

調
査
伝
本
は
、
六
家
集
版
本
・
書
陵
部
蔵
甲
本
・
米
沢
図
書
館
蔵
本
二
二
手
文
庫
蔵
本
・
書
陵
部
蔵
乙
本
二
月
都
大
学
国
文
研
究
室
蔵
本
・
 
 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
・
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
吾
陵
部
蔵
丙
本
・
中
田
光
子
氏
蔵
本
。
 
 

「
書
写
性
本
文
変
化
」
 
「
著
作
性
本
文
形
成
」
 
の
語
の
定
義
に
つ
い
て
ほ
、
拙
論
「
『
平
家
物
語
』
の
「
語
り
」
と
「
読
み
」
」
 
（
「
軍
記
と
語
 
 

り
物
」
寵
二
 
号
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
）
 
を
御
参
照
あ
り
た
い
。
 
 

昭
和
五
七
年
四
月
刊
。
 
 

『
私
家
集
大
成
 
中
世
Ⅰ
』
所
収
『
林
下
集
』
（
底
本
、
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
私
家
集
大
成
 
中
古
正
』
所
収
「
忠
盛
Ⅱ
」
『
忠
盛
集
』
（
民
本
、
谷
山
茂
氏
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
私
家
集
大
成
 
中
古
Ⅱ
』
所
収
『
清
輔
朝
臣
集
』
（
底
本
、
畜
陵
部
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
私
家
集
大
成
 
中
古
甘
』
所
収
『
源
三
位
転
政
集
』
（
底
本
、
籠
門
文
庫
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
源
三
位
顛
政
』
昭
和
三
三
年
一
〇
月
刊
。
 
 

『
私
家
集
大
成
 
中
古
Ⅱ
』
所
収
『
有
房
中
将
集
』
（
底
本
、
蕃
陵
部
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
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（
付
言
）
本
稿
の
骨
子
は
、
筑
波
大
学
日
本
文
学
会
例
会
（
昭
和
六
一
年
六
月
七
日
）
に
お
い
て
、
同
題
で
、
口
頭
報
告
し
た
。
 
 

席
上
、
伊
藤
博
・
谷
脇
理
史
両
氏
を
は
じ
め
参
会
者
諸
氏
よ
り
、
多
く
の
御
教
示
を
得
、
本
稿
に
お
い
て
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
 
 

口
頭
報
告
の
不
備
を
正
す
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
 
 
 

41 40 39 38 37 

「
官
腹
」
と
す
る
説
が
多
い
が
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
潮
古
典
集
成
・
還
行
法
師
全
歌
集
総
索
引
』
等
）
、
「
官
報
」
と
解
す
る
説
も
 
 

あ
る
 
（
日
本
古
典
全
書
）
。
 
 

『
新
編
国
歌
大
観
 
勅
撰
集
蹄
』
に
よ
る
。
 
 

『
群
書
類
従
』
巻
第
六
十
所
収
『
本
朝
畠
胤
紹
選
録
』
 
（
完
成
会
刊
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
平
安
朝
歌
合
大
成
 
八
』
所
収
「
三
九
八
 
高
松
女
院
妹
子
内
親
王
歌
合
雑
我
」
に
指
摘
が
あ
る
（
昭
和
四
〇
年
四
月
、
初
版
）
。
 
 

日
本
古
典
全
畜
『
今
鏡
』
（
昭
和
二
五
年
〓
月
刊
）
 
に
よ
る
。
 
 

ち
な
み
に
、
『
千
載
集
』
九
七
三
裔
に
、
「
賀
茂
の
い
つ
き
か
は
り
た
ま
う
て
の
ち
、
か
ら
さ
き
の
は
ら
へ
侍
り
け
る
ま
た
の
日
、
さ
う
り
 
 

ん
じ
の
御
ご
の
も
と
よ
り
、
き
の
ふ
な
に
ご
と
か
、
な
ど
侍
り
け
る
返
事
に
つ
か
は
さ
れ
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
裔
の
も
と
、
式
子
内
親
王
 
 

の
歌
が
載
る
。
賀
茂
斎
院
の
交
代
さ
え
知
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
た
纏
繋
尼
な
の
で
あ
る
。
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